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10月28日(土)～29日(日)

1月26日(金)

10月21日(土)11月11日(土)

12月2日(土)1月6日(土)

秋学期定期試験期間

基礎看護学実習Ⅰ
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全学休業成績照会
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秋学期授業
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追再試験期間
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全学休業

全学休業

定期試験期間

創造祭

大学入学共通テスト期間

定期試験期間創造祭

大学入学
共通テスト期間

基 礎 看 護 学 実 習Ⅰ
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建学の精神、教育理念・教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

学園建学の精神 

 本学を設置する学校法人藤ノ花学園の建学の精神は、「誠をもって勤倹譲を行え」です。こ

の言葉は、学園創立者伊藤卯一が二宮尊徳の教えをもとに定めたものです。「誠」は「至誠」を

意味し、人間としての基本的な態度を意味します。「勤・倹・譲」は、勤勉、倹約、推譲を意味し

ます。二宮尊徳の教えは、勤勉さを持ち、私利私欲を抑え、公共のために尽くす精神として広

まり、我が国の発展の礎となりました。 

 本学園は、明治 35 年（1902 年）の創立以来、この建学の精神をもとに、地域に根ざし、実用

的な知識・技能を学び、その過程を通して人間性を高めることを教育の基本方針として受け継

いでいます。 

 

教育理念・教育目標 

 

豊橋創造大学 

  豊橋創造大学は、教育基本法及び学校教育法にのっとり、文化の向上を目指し創造性豊

かな人間味あふれる人格の形成と専門的職能教育を施すことを目的とし、広く国際的視野

をもって、人類の福祉に貢献する社会人の育成をその使命とする。（学則第１条） 

  また、大学設置の趣意書には、「地域に密着しながら高度の教育を実施し、次世代社会の

担い手である創造性豊かな若人を育成することを目的とする」と謳われている。 

 

保健医療学部看護学科 

生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、創造性豊かな人間性を形成するとともに、保健医療

福祉領域における看護学の役割と機能を理解し、国際的視野をもって地域社会の健康に貢

献できる看護職者の育成を目標とする。 
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大学での生活を始めるにあたって 

《《大大学学でで学学ぶぶとといいううこことと》》  

１．看護学の特殊性  

看護学は生命、人間を対象とする学問であり、ヒューマンケア、すなわち看護の対象とな

る方々の人権の尊重を基盤とした健康生活への支援です。また、正確な知識・技術と優し

さと思いやりの心をもって対象のニーズに応える実践学でもあります。  

２．大学生の生涯発達上の特徴  

  青年期から成人期は自分を振り返り、新しい段階での計画と飛躍を考える時期です。 

   「自己決定」 

人生観や進路の選択など、他の人に決めてもらうのではなく、自己決定を求められる機

会が多くなる時期です。 

   「精神的自立」 

親から自立して、仕事、社会的役割、新しい居場所を探そうという精神的な面での分離・

独立の作業をする時期です。 

   「社会的責任」 

   青年期から成人期に入るにつれて、より多くの社会的役割を担う必要がでてきます。 

 

《《健健康康なな生生活活をを送送るる》》  

大学生活を有意義に過ごし心身ともに健康的に過ごすことが大切です。健康的に過ごす

ために、以下のことに注意しましょう。 

①  規則正しい生活習慣 

②  飲酒と喫煙 

20歳未満の者の飲酒・喫煙は法律で禁じられています。 

※大学敷地内は全面禁煙です。 

③ 心の健康 

    心身の健康や学生生活等不安を感じたときは、健康・相談センター、スクールカウン

セラーを利用しましょう。 

  ※利用については「SCHEDULE BOOK」内、「健康管理について」を参照してください。 

 

《《チチュューータターー制制度度》》  

学生生活を有意義に過ごすことができるようチューター制を設けています。チューターである

教員は、学生が学修活動に意欲的に取り組むことができるよう支援していきます。学修や学生

生活について不安があれば早めにチューターに相談してください。 
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保健医療学部 看護学科 

アセスメントポリシーおよび３つのポリシー 
  

アセスメントポリシー（学修成果の評価の方針） 

本学科の学修成果の評価の方針は、学科の教育目標を踏まえ、具体的に以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

Ⅰ．ディプロマポリシー（学位授与の方針） 

本学科の学位授与の方針は、学科の教育目標を踏まえ、具体的に以下のとおりとする。 

１．看護学を活かして看護実践力が身についている。 

1)看護学の専門的な知識が修得できている 

2)看護の対象を理解し臨床判断することができる 

3)看護技術が身につき経験を活かしてケアに活用できる 

２．人間、社会、環境、看護を理解し、適切に捉えるために必要な他の学問の知識が修得できている。 

３．人を尊重し、看護に対して倫理的に志向でき対応できる。 

４．物事を科学的（自然科学、人文科学）に捉えるための論理、思考ができる。 

1)情報を活用し、分析統合して論理的に判断できる 

2)疑問や課題から研究へと進むことができる 

５．人々と良い関係を持ち、自らも意見を述べながら、物事に協働して柔軟な対応ができる。 

６．看護や自らの将来を見通し、今後に向けて創造的に、企画、改革に挑戦していく基礎的能力をも

つ。 

７．看護が果たす社会貢献の観点から、国際的な視点を含め、広く地域の健康に貢献できる基礎的能

力をもつ。 

Ⅱ．カリキュラムポリシー（教育課程編成の基本方針） 

１.基本方針の前提 

アドミッションポリシーに基づき入学した学生に対し、本学の建学の精神、教育理念・教育目標、

ディプロマポリシーの達成を目指し、効果的な教育内容・方法を編成、運用し、その評価までを一貫

した考え方で行うこととする。 

２.カリキュラム編成の方針 

１）カリキュラムデザインは一部統合型とし、教科型と統合型の利点を複合させる。 

２）カリキュラム編成の枠組みは、基礎科目、専門基礎科目、専門科目の３つの群に区分し、それぞ

れの教育内容は、ディプロマポリシーの能力獲得を目指す内容とする。 

アセスメントポリシーは、ディプロマポリシーで示された能力についての学修成果を測定

する時期、方法等について定めた方針である。 

ディプロマポリシーの到達状況の測定が主だが、学生個人についての評価、カリキュラ

ムポリシー、アドミッションポリシーの効果検証を含む。 
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３）基礎科目は、社会人としての教養と共に、大学での学修を効果的に取り組む方策を身につけるね

らいと、専門科目及び、それを理解するために必要な専門基礎科目の理解にむけての基盤の位置づけ

であり、「基礎教養ゼミナール」「情報と言語」「人間と健康」「人間と生活」の教育内容とする。 

４）専門基礎科目は、専門科目である看護学の内容理解の基盤として位置づけ、「人間の理解」「健康

の理解」「環境の理解」の教育内容とする。 

５）専門科目の看護学の区分軸は、看護が担う本質や役割のもと、対象の成長発達と機能および健康

の状態、看護の場の特徴から、９つの領域（基礎看護学、在宅看護学、成熟期看護学、母性看護学、

小児看護学、精神看護学、看護の統合、公衆衛生看護学、助産学）に区分する。 

６）５）のそれぞれの看護学の教育内容は、看護の実践に向けて不可欠な目的・本質、対象の理解、

および看護の方法を含む、また、この教育内容には、共通的に主要な要素として、「臨床判断力の育

成」「地域包括ケアの概念と活用」「情報の活用」を包含して構築する。 

７）基礎科目・専門基礎科目・専門科目のいずれの科目においても、教育内容に対応した教育方法（講

義・演習・実習）を用いる。 

８）基礎科目・専門基礎科目・専門科目のいずれの科目においても、教育内容に対応した適切な教育

評価を行う。 

９）学生が、主体的にキャリア能力を育成し続けるために必要な学修力の獲得に向けた教育内容・方

法を導入する。 

１０）学生が効率的に学修でき、成果が上がることを目指し、基礎科目・専門基礎科目・専門科目の

内容を十分精査したうえで、必要かつ最小限の教育内容に精選する。 

１１）基礎科目・専門基礎科目・専門科目のいずれにおいても、科目配列の順序は、体系だった理解

が容易になるための配列、時間数とする。   

１２）このカリキュラムの各科目の目標・教育内容・方法・評価を明確にするためにシラバスを設け

る。 

１３）本カリキュラムの教育内容により修得できる看護職のキャリアは、看護師国家試験受験資格で

ある。また、コースを選択することにより、保健師あるいは助産師の国家試験受験資格も修得可能な

構築とする。 

 

Ⅲ．アドミッションポリシー（入学者選抜の方針） 

本学科では、看護に深い関心を持つ次のような人材を求め、入学者選抜を実施する。 

１ 多様な価値観を受け入れることができる人 

２ 思いやりをもって人にかかわることができる人 

３ 他者と協働しながら地域社会に貢献する意欲がある人 

４ 高等学校等で学ぶ知識・技能（特に、国語、英語、数学、理科）を身につけている人 

５ 課題解決に向けて思考し、行動できる人 

６ 看護学を学ぶ意志を持ち、主体的に学修に取り組むことができる人 
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科目 

区分
科目名

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7

看護学を活
かして看護
実践力が身
についてい
る

人間、社会、
環境、 看護
を 理 解 し、
適切に捉え
るために必
要な他の学
問の知識が
修得できて
いる

人を尊重し、
看護に対し
て倫理的に
志向でき対
応できる

物事を科学
的 （自然科
学、 人文科
学） に捉え
るための論
理、 思考が
できる

人々と良い
関 係 を 持
ち、 自 ら も
意見を述べ
ながら、 物
事に協働し
て柔軟な対
応ができる

看護や自ら
の将来を見
通し、 今後
に向けて創
造的に、 企
画、 改革に
挑戦してい
く基礎的能
力をもつ

看護が果た
す社会貢献
の 観 点 か
ら、 国際的
な視点を含
め、 広 く 地
域の健康に
貢献できる
基礎的能力
をもつ

基
礎
科
目 

基
礎
教
養 

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

基礎ゼミナールⅠ △ △ 〇 ◎ 〇 △

基礎ゼミナールⅡ △ △ 〇 ◎ 〇 △

人
間
と
生
活

倫理学★ △ ◎ ◎ ○ △

哲学　 ◎ △ ◎ △

心理学概論 〇 〇 ◎

人間関係論 △ ◎ ○ ○ △

社会学概論 △ 〇 〇 ○ △

社会福祉学☆ △ 〇 △ ○ △ △

憲法 〇 △ ○

地球の生態学 〇 ○

生命科学の基礎 △ ◎ ○

文化人類学 〇 △ ○ △

国語表現法 △ 〇 ○

現代芸術論 〇 △

ボランティア論 △ 〇 〇 △ ○ △ ◎

東三河の歴史風土と文化 〇 △ △

情
報
と
言
語

情報リテラシーⅠ 〇 〇 〇 △

情報リテラシーⅡ 〇 〇 〇 △

プレゼンテーション技法 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇

英語Ⅰ △ 〇 △ 〇 〇

英語Ⅱ △ 〇 △ 〇 〇

英語コミュニケーションⅠ △ 〇 △ △ △ 〇 〇

英語コミュニケーションⅡ △ 〇 △ △ △ 〇 〇

英語コミュニケーションⅢ △ 〇 △ △ △ 〇 〇

ドイツ語入門Ⅰ △ 〇 △ 〇 〇

ドイツ語入門Ⅱ △ 〇 △ 〇 〇

中国語入門Ⅰ △ 〇 △ 〇 〇

中国語入門Ⅱ △ 〇 △ 〇 〇

看護・医療英語 △ 〇 △ △ 〇 〇

人
間
と
健
康

スポーツⅠ 〇 〇 〇

スポーツⅡ 〇 〇 〇

健康科学 △ 〇 △ 〇 △

専
門
基
礎
科
目

人
間
の
理
解

からだの構造と機能Ⅰ △ ◎ 〇

からだの構造と機能Ⅱ △ ◎ 〇

臨床心理学 〇 ◎ △ 〇 〇

社会システムと人間 ◎ △ 〇 △

2023年度生保健医療学看護学科カリキュラムマップ
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科目 

区分
科目名

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7

看護学を活
かして看護
実践力が身
についてい
る

人間、社会、
環境、 看護
を 理 解 し、
適切に捉え
るために必
要な他の学
問の知識が
修得できて
いる

人を尊重し、
看護に対し
て倫理的に
志向でき対
応できる

物事を科学
的 （自然科
学、 人文科
学） に捉え
るための論
理、 思考が
できる

人々と良い
関 係 を 持
ち、 自 ら も
意見を述べ
ながら、 物
事に協働し
て柔軟な対
応ができる

看護や自ら
の将来を見
通し、 今後
に向けて創
造的に、 企
画、 改革に
挑戦してい
く基礎的能
力をもつ

看護が果た
す社会貢献
の 観 点 か
ら、 国際的
な視点を含
め、 広 く 地
域の健康に
貢献できる
基礎的能力
をもつ

専
門
基
礎
科
目

健
康
の
理
解

臨床薬理学 △ ◎ 〇

臨床栄養学 △ ◎ 〇

生化学 △ ◎ 〇

病原体と感染 △ ◎ 〇

病態と治療の基礎 △ ◎ 〇

病態と治療Ⅰ(内科系） △ ◎ 〇

病態と治療Ⅱ(内科系） △ ◎ 〇

病態と治療Ⅲ(外科系） △ ◎ 〇

病態と治療Ⅳ（小児） △ ◎ ○

病態と治療Ⅴ（産科・婦人科） △ ◎ 〇

病態と治療Ⅵ（精神） △ ◎ 〇

環
境
の
理
解

公衆衛生学 △ ◎ 〇 △

保健医療福祉行政論☆ △ ◎ 〇

保健医療統計学Ⅰ☆ △ ◎ 〇

保健医療統計学Ⅱ☆ △ ◎ ◎

環境と人間 △ ◎ 〇 △

専
門
科
目

基
礎
看
護
学

看護学原論 〇 ◎ 〇 〇 △ △

看護理論概説 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ △ 〇

看護倫理☆★ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇 〇

ヘルスアセスメント論★ ◎ ◎ 〇 ◎ △ △

基礎看護学方法論Ⅰ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ △

基礎看護学方法論Ⅱ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ △

基礎看護学方法論Ⅲ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ △ △

基礎看護学実習Ⅰ ◎ 〇 ◎ △ ◎ △ △

基礎看護学実習Ⅱ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 △

在
宅
看
護
学

在宅看護学原論Ⅰ☆ △ ◎ ◎ △ 〇

在宅看護学原論Ⅱ☆ △ 〇 〇 〇 △ ◎

在宅看護学方法論 〇 ◎ 〇 〇 〇

在宅看護学演習Ⅰ ◎ ◎ ◎ 〇 △

在宅看護学演習Ⅱ ◎ 〇 〇 ◎ △

在宅看護学実習 ◎ ◎ ◎ ◎ △ 〇

成
熟
期
看
護
学

成熟期看護学原論 △ △ ◎ 〇 △ △ △

成熟期看護学方法論Ⅰ ◎ △ ◎ 〇 △ △

成熟期看護学方法論Ⅱ ◎ 〇 ◎ ◎ △ △ △

成熟期看護学方法論Ⅲ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 △

成熟期看護学演習Ⅰ ◎ △ ◎ 〇 ◎ △

成熟期看護学演習Ⅱ（慢性期） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △
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科目 

区分
科目名

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7

看護学を活
かして看護
実践力が身
についてい
る

人間、社会、
環境、 看護
を 理 解 し、
適切に捉え
るために必
要な他の学
問の知識が
修得できて
いる

人を尊重し、
看護に対し
て倫理的に
志向でき対
応できる

物事を科学
的 （自然科
学、 人文科
学） に捉え
るための論
理、 思考が
できる

人々と良い
関 係 を 持
ち、 自 ら も
意見を述べ
ながら、 物
事に協働し
て柔軟な対
応ができる

看護や自ら
の将来を見
通し、 今後
に向けて創
造的に、 企
画、 改革に
挑戦してい
く基礎的能
力をもつ

看護が果た
す社会貢献
の 観 点 か
ら、 国際的
な視点を含
め、 広 く 地
域の健康に
貢献できる
基礎的能力
をもつ

専
門
科
目

成
熟
期
看
護
学

成熟期看護学演習Ⅲ（終末期） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △

成熟期看護学演習Ⅳ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ △ △

成熟期看護学実習Ⅰ（老年期①） 〇 〇 ◎ △ ◎ △

成熟期看護学実習Ⅱ（クリティカル） ◎ △ ◎ 〇 ◎ △

成熟期看護学実習Ⅲ（慢性期①） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 △

成熟期看護学実習Ⅳ（慢性期②） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 △

成熟期看護学実習Ⅴ（周術期） ◎ △ ◎ ◎ ◎ △

成熟期看護学実習Ⅵ（老年期②） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

成熟期看護学実習Ⅶ（エンドオブライフ） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 △

母
性
看
護
学

母性看護学原論 △ 〇 ○ △ 〇 ○

母性看護学方法論 〇 〇 〇 〇 △ △

母性看護学演習 ◎ 〇 〇 ◎ 〇 △

母性看護学実習 ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ △ △

小
児
看
護
学

小児看護学原論 ○ ◎ ○ △ ○

小児看護学方法論 ◎ ○ ◎ △ ○

小児看護学演習 ◎ 〇 ○ △ 〇

小児看護学実習Ⅰ ◎ ◎ ○ ◎ ○ △

小児看護学実習Ⅱ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 △

精
神
看
護
学

精神看護学原論 〇 △ ◎ ○ 〇 ○ ○

精神看護学方法論 ○ △ ◎ ○ △ 〇 〇

精神看護学演習 ◎ △ ◎ ◎ ◎ 〇 〇

精神看護学実習 ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ ○ ○

看
護
の
統
合

看護管理学　★ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

看護教育学 ◎ ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇

看護学研究Ⅰ △ △ ◎ ◎ 〇 ○

看護学研究Ⅱ ◎ △ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇

家族看護学☆ △ 〇 ◎ 〇 〇

災害看護学 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎

国際看護学 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎

医療・看護の最前線 〇 〇 〇 ◎ ◎

統合実習 ◎ △ ◎ ◎ ◎ ○ ○

専
門
科
目
（
選
択
コ
ー
ス
）

公
衆
衛
生
看
護
学

疫学 △ ◎ ◎

学校保健学 〇 〇 ◎ △ △ 〇

産業保健学 〇 △ 〇 ◎ △ 〇

公衆衛生看護学原論 △ ◎ ◎ △ △ ◎

公衆衛生看護学方法論Ⅰ ○ △ 〇 ◎ △ △ 〇

公衆衛生看護学方法論Ⅱ ○ △ 〇 ◎ △ △ 〇

公衆衛生看護学演習Ⅰ ◎ 〇 〇 ◎ △ △
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科目 

区分
科目名

DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7

看護学を活
かして看護
実践力が身
についてい
る

人間、社会、
環境、 看護
を 理 解 し、
適切に捉え
るために必
要な他の学
問の知識が
修得できて
いる

人を尊重し、
看護に対し
て倫理的に
志向でき対
応できる

物事を科学
的 （自然科
学、 人文科
学） に捉え
るための論
理、 思考が
できる

人々と良い
関 係 を 持
ち、 自 ら も
意見を述べ
ながら、 物
事に協働し
て柔軟な対
応ができる

看護や自ら
の将来を見
通し、 今後
に向けて創
造的に、 企
画、 改革に
挑戦してい
く基礎的能
力をもつ

看護が果た
す社会貢献
の 観 点 か
ら、 国際的
な視点を含
め、 広 く 地
域の健康に
貢献できる
基礎的能力
をもつ

専
門
科
目
（
選
択
コ
ー
ス
）

公
衆
衛
生
看
護
学

公衆衛生看護学演習Ⅱ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 〇

公衆衛生看護管理論 ◎ △ 〇 ◎ △ ◎ 〇

公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

公衆衛生看護学実習Ⅱ（学校・産業） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇

助
産
学

地域母子保健 △ ◎ 〇 〇 △ 〇

助産学原論 △ ◎ 〇 △ △ 〇

助産診断・技術学Ⅰ ◎ 〇 〇 ◎ △ 〇 〇

助産診断・技術学Ⅱ ◎ 〇 〇 〇 △ 〇 △

助産診断・技術学Ⅲ ◎ 〇 〇 ◎ △ △ △

助産診断・技術学Ⅳ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇

助産技術学 ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ △ △

助産管理 △ 〇 △ 〇 〇 〇 〇

助産学実習Ⅰ ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇

助産学実習Ⅱ ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇

助産学実習Ⅲ ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇

◎＝強く関連

〇＝関連

△＝やや関連

☆公衆衛生看護学の読み替え科目

★助産学の読み替え科目





Ⅰ　履修上の基礎知識
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１．単位の制度 
履修制度は学年別の単位制です。単位制とは、各授業科目ごとに単位数を定め大学設置基準に基づ

いて学修し、所定の単位を修得する制度です。 

単位とは学修時間を表す名称で、その修得は、個々の科目について所定の時間を履修し、試験その

他の方法により合格と判定されたときに認められます。 

「1単位」とは、各授業科目につき、授業及び授業外をあわせ、45時間の学修時間を必要とするものとし

て計算されます。 

なお、1年間の授業期間は、春学期15週、秋学期15週あわせて30週です。各授業科目の単位数の計

算は、科目の種類・性質等によって異なり、大別して次の3種類に分けられます。 

１） 講義科目 

15時間の授業で１単位とします。 

２） 演習科目 

30時間の授業で１単位とします。 

３） 実習等（臨地実習）及び実技科目 

45時間の授業等で１単位とします。 

 ４） 既修得単位の認定 

他大学での既修得単位については、学則第12条ならびに豊橋創造大学単位認定に関する規程

を参照してください。 

 

２．進級制 
本学では、各学年において定められている、修得すべき必修科目の単位をすべて修得していないと次の学年に

進級できません。 

 

３．授業 
１） 授業時間 

授業時間は原則として1日5時限で、次の通りです。変更のある場合はその都度掲示します。 

時 限 時  間  

第１限 9：00～10：30  

第２限 10：40～12：10  

第３限 13：10～14：40  

第４限 14：50～16：20  

第５限 16：30～18：00 ◆試験期間中は時間帯が異なる場合があるので、注意しましょう。 

２） 休講 

原則として、以下の場合は「休講」になります。 

① 休講掲示があった場合 
② 学校行事等により、平常授業を行わない場合 
③ 授業開始から 30 分以上経過しても、授業科目の担当教員から教室に連絡がない場合 
④ 愛知県東三河南部に「暴風警報」（暴風雪警報も含む）又は「特別警報」が発令された場合 
⑤ 交通機関のストライキ等の場合 

JR 東海、豊橋鉄道、名鉄のいずれかがストライキ又は自然災害等の影響で運行を停止し、

授業等の実施が困難な場合 
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⑥ 大規模地震対策特別措置法に基づく「東海地震注意報または警戒宣言」が発表された場合、

もしくは大規模地震が発生した場合 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 補講 

平常の授業が休講となった場合には、「補講」を行います。 

補講は、通常講義期間中の時間外に行う場合と「補講日」に行う場合があります。 

日程は、その都度掲示によって指示します。 

４）  集中講義 

春期又は夏期休業などの一定の期間にまとめて集中的に行う講義です。 

日程は、その都度掲示によって指示します。 

５） 欠席   

①  看護学科の科目の定期試験を受験するためには、講義及び演習科目で２／３以上、実技及

び実習は４／５以上の出席が必要です。 
②  遅刻の取扱いについては、授業科目の担当教員の指示に従ってください。  
③  次の場合は、公欠扱いとします。 

該当の学生は、以下の手続き期間内に指定の提出先へ「公欠願」を提出してください。期限を

過ぎたものは一切受け付けることが出来ませんので注意してください。 

公欠とする内容 必要添付書類 手続き期間 提出先 

(1)忌引を認める期間 

●一親等の場合（父母、配偶者）    ７日 

●二親等の場合（祖父母・兄弟姉妹） ３日 

●その他三親等以内の親族のとき   １日 

※告別式又はその前日から数えて連続した日数と

する。遠隔地の場合は、忌引日数の他に交通に要

する日数を考慮する。 

会葬礼状 

または 

葬儀証明書 

など 

左記期間の 

翌日から 

3日 

（土日祝含まな

い）以内 

教務課 

【【詳詳細細情情報報】】暴暴風風警警報報、、特特別別警警報報のの発発令令及及びび解解除除にに関関すするる授授業業等等のの取取扱扱ににつついいてて  

愛知県東三河南部に暴風警報（以降、暴風雪警報も含む）又は特別警報が発令された

場合は、授業等を休講とする。 

ただし、愛知県東三河南部の暴風警報又は特別警報が解除された場合の授業等の取

扱いは、次の通りとする。 

  状   況   授業等の実施 

午前 7時までに解除された場合 平常授業等を実施する。 

午前 11時までに解除された場合 午後 1時以降の授業等を実施する。 

午後 4時までに解除された場合 午後 6時以降の授業等を実施する。 

なお、愛知県東三河南部以外の地域に居住する学生で、居住地域・通学経路に暴風警

報、特別警報が発令されている場合は、授業等への出席を要さない。その際は 3日以内に

教務課カウンターへ申し出て、事務手続きを行うこと。 

  ※実習中の場合は、実習等の実施領域の指示に従うこと。 
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(2)本人又はその家族が感染症（学校保健安全法

施行規則第 18条の定めた感染症及び感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

に規定する指定感染症等）にかかり出校停止となっ

た場合 

第 1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血

熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ

ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白

髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症

候群（病原体がベータコロナウイルス

属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに

限る。）、中東呼吸器症候群（病原体

がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロ

ナウイルスであるものに限る。）及び

鳥インフルエンザ（病原体がインフル

エンザウイルスＡ属インフルエンザＡ

ウイルスであってその血清亜型が新

型インフルエンザ等感染症（第七項

第三号に掲げる新型コロナウイルス

感染症及び同項第四号に掲げる再

興型コロナウイルス感染症を除く。）

の病原体に変異するおそれが高いも

のの血清亜型として政令で定めるも

のであるものに限る。） 

第 2種 インフルエンザ（特定鳥インフルエン

ザを除く。）、百日咳、麻疹、流行性

耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜

熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 

第 3種  コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大

腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、

流行性角結膜炎、急性出血性結膜

炎その他の感染症 
 

医師の診断書 

医師により出 

校を許可され

た日から 3日 

（土日祝含まな

い）以内 

教務課 

(3)本人の就職試験等の場合（会社訪問は除く） 就職試験報告書 

公欠した翌日 

から 3日 
（土日祝含まな

い）以内※ 

キャリアセンター 

(4) 大学の認めた公的な理由による場合 

（対外試合、課外活動等） 

学外行事参加願 

学外行事参加報告書 

集会・合宿許可願 

公欠した翌日 

から 3日 
（土日祝含まな

い）以内※ 

学生課 

(5)地震・水害などの大規模な災害で出校すること

が危険となった場合 
 

公欠した翌日 

から 3日 
（土日祝含まな

い）以内※ 

教務課 

(6)その他大学が正当な理由として特に認めた場合   教務課 
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※事前にわかっている場合に提出すること。 

 

交通機関の事故のため遅刻または欠席した場合は、出校後直ちに該当する授業科目の担当者へ

届け出てください。延着証明書が渡された場合はそれを添えてください。 

 

③ 病気、その他の事由のため、１週間以上欠席する場合は、学生課に「長期欠席届」を提出してくださ

い。（病気による欠席の場合は、医師の診断書を添付する。） 

④ 病気、その他の事由のため、３カ月以上欠席する場合は、学生課に申し出て、「休学願」を提出して

ください。（病気による欠席の場合は、医師の診断書を添付する。） 

 

 
４．履修登録 

履修登録とは、その年度の春学期、秋学期に履修しようとする授業科目を決め、当該学期はじめの所

定の期日までに届け出ることです。履修登録の手続きは単位修得のための重要な手続きです。この手続

きを行わないと履修ができません。 

 
１）  履修の方法  

① 履修登録は単位の計算と成績評価の基礎となるものです。学業修得の成果は取得単位数と成績
評価によって表されます。卒業及び資格取得等に必要な科目、単位数についてよく調べた上で、 

4年間を通じた具体的な履修計画をしっかり立てておくことが必要です。 

② 授業科目の履修は、「教育課程表」の配当年次に従って履修します。                 

（上級学年に配当されている科目は履修できない。） 

③ 再履修する者は改めて履修登録を行わなければなりません。 

 

２） 履修登録単位数の上限制度(CAP制)  

① 制度の趣旨 

1年間に履修登録できる単位数の上限を設けています。これをCCAAPP：：キキャャッッププ制制といい、この上限

を超える履修登録はできません。 

授業科目に設定されている単位は、1単位につき、45時間の学修時間を必要とします。この学修

時間には、授業時間と予習・復習にあてる時間を含んでいます。履修した科目数に比例して、それ

ぞれに必要な学修時間も増えることになります。履修登録できる単位数を制限することは、履修した

科目について十分な学修時間を確保することができるように、また、履修した内容を真に身につけ

ることができるようにすることを目的としています。 

計画的かつ無理のない履修が行えるよう十分検討し、履修登録してください。 

② 履修登録上限単位数 
保健医療学部看護学科では、1年間に履修できる単位数の上限を48単位としていますが、集中

講義は含みません。また、保健師選択コースおよび助産師選択コースの学生は48単位を超えて履

修登録できます。 

 

３） 履修の取消 

履修登録をした科目であっても、受講目的が達成されないなどの理由から別に定める履修取消

期間内に限り、履修の登録を取り消すことができます。 
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履修の取り消しに関しては下記のような注意事項があります。 

① 履修取消期間については各学期に設けるため、期間内に手続きしてください。 

②  各学期に定められた履修取消期間内に手続きを行わない場合は、当初申請した履修科目が

成績評価の対象となりますので注意が必要です。ただし、履修取消期間中において、病気、

事故等やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。 
③ 履修の取消には「GPA に係る履修登録科目の取消願」の提出が必要です。なお、提出に際

してはチューターの確認が必要になります。 
④ 「必修科目」は、履修取り消しはできません。 

⑤ 履修を取り消した科目に替え、新たな授業科目の履修登録はできません。 

 

 

 

４） 履修科目の決定から履修登録完了までの流れ 

 

  

  

※ 通通年年科科目目はは、、春春学学期期にに登登録録すすれればば秋秋学学期期登登録録のの必必要要ははあありりまませせんん。。  
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５．臨地実習の履修に関わる検査と予防接種 
臨地実習の履修については、感染症検査および一部予防接種が必要です。 

臨地実習に必要な検査 

検査項目 検査時期 

麻疹 ・ 風疹 ・ 水痘 ・ 流行性耳下腺炎 ・ 
Ｂ型肝炎検査（ＨＢs抗原・抗体） 

1年次 4月上旬の 
健康診断時（血液検査） 

 
※ 予防接種の詳細は別途お知らせしますが、1年次の実習前までに接種を完了できるように進めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ　履　修　方　法
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１．卒業要件 
１） 卒業要件 

本学を卒業するためには、4年以上在学し（ただし、休学期間を除く）、下記に示す卒業要件単位

数以上を修得しなければなりません。 

また、4年以上在学し、卒業要件を充たしたものには学位記を授与し、「学士」（看護学）の学位が与

えられます。 

２）  卒業要件単位数 

（2022年～度入学生） 

 科目区分 
卒業要件  自由科目 

(保健師対応) 

自由科目 

(助産師対応) 必修 選択 計  

基
礎
科
目 

基礎教養ゼミナール ２ 

１４ 
３０ 

   

人間と生活 ８  ※１ ２ ※６ ２ 

情報と言語 ４    

人間と健康 ２    

計 １６ １４  ２ ２ 

専
門
基
礎 

科
目 

人間の理解 ５ 

 

９６ 

   

健康の理解 １４  

環境の理解 ７  ※２ ４ 

専
門
科
目 

基礎看護学 １５   ※３ ２ ※７ ４ 

在宅看護学 ８   ※４ ３  

成熟期看護学 ２０    

小児看護学 ６   

母性看護学 ６   

精神看護学 ６   

看護の統合 ７ ２  ※５ １ ※８ １ 

公衆衛生看護学    １９  

助産学     ２５ 

計 ９４ ２  ２９ ３０ 

   １２６  ３１ ３２ 

 

【保健師対応科目】 

 社会福祉学（※1）、保健医療福祉行政論・保健医療統計学Ⅰ・保健医療統計学Ⅱ（※2）、看護倫

理（※3）、在宅看護学原論Ⅰ・在宅看護学原論Ⅱ（※4）、家族看護学（※5）は公衆衛生看護学への読

み替え科目です。 

 

【助産師対応科目】 

 倫理学（※6）、看護倫理・ヘルスアセスメント論（※７）、看護管理学（※8）は、助産学への読み替え科

目です。 
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２．進級要件 

    次の学年に進級するためには、各学年に配当されている必修科目の単位をすべて修得していることを

要件としています。 

 

３．他大学との単位互換科目の履修について 
    保健医療学部では、愛知工科大学の「三河産業論」と「三河産業史」について、許可を得て履修し

試験に合格した場合、本学の単位として認められる。卒業要件の単位には含まれず、自由科目の単

位となる。履修を希望する場合は、教務課に問い合わせること。 
    

４．保健師選択コース 学生数と選抜方法 

① 保健師の養成人数・・・13名以内 

② 選抜時期・・・2年次秋学期 

③ 受験要件・・・2年次までに予定された「基礎科目(必修)」、「専門基礎科目(必修)」及び「専門科目

（必修）」の全ての単位を修得していることを要件とします。 

④  選抜方法・・・2年次秋学期までの「専門基礎科目(必修)」及び「専門科目（必修）」の成績と面接結果

を総合的に判断し、合否を判定します。 

※ 選抜時期等の詳細は、掲示等でお知らせします。 

 

５．養護教諭２種免許状の取得について 
保健師国家試験に合格した人は、申請により養護教諭２種免許状を得ることが出来ます。 

 

６．助産師選択コース 学生数と選抜方法 
① 養成人数・・・6名以内 

② 選抜時期・・・2年次秋学期 
③ 受験要件・・・2年次までに予定された「基礎科目(必修)」、「基礎科目(選択)」の｢倫理学｣、「専門

基礎科目（必修）」及び「専門科目（必修）」の全ての単位を修得していることを要件とします。 
④ 選抜方法・・・2年次秋学期までの「専門基礎科目(必修)」及び「専門科目（必修）」の成績と面接結果

を総合的に判断し、合否を判定します。 

※ 選抜時期等の詳細は、掲示等でお知らせします。 

 

７．試験 
豊橋創造大学 保健医療学部 看護学科履修規程を参照してください。 

 

１） 定期試験 

原則として、各授業科目が終了する学期末に、一定の期間を定めて行う試験です。ただし、早期に

終了した授業科目にあっては、適宜行うことがあります。試験は筆記試験、レポート、その他の方法で行

います。 

レポートの提出期限を守らなかった場合は、定期試験を受験しなかったことと同様です。 

２） 追試験 

病気、その他のやむを得ない事由のため定期試験当日に欠席した場合、あるいは、レポートの場合
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で指定期日に提出できなかった場合に受ける試験です。 

定期試験を欠席した場合は、欠席当日の翌日から3日（土日祝を含まない）以内に「「欠欠席席届届」」と以下

の書類を教務課に提出し、追試験の手続きについて指示を受けてください。また、あらかじめ就職試験

などにより定期試験日に欠席することが明らかな場合は、事前に担当教員へ申し出るとともに、教務課

に申し出て追試験の手続きの指示を受けてください。 

 

なお、追試験の有無は、各学期定期試験後の成績公開時に UNIVERSAL PASSPORT 又は教務課

掲示板にて確認してください。手続きは指定された期日内に速やかに行ってください。日時・場所につ

いては、追・再試験手続き日に掲示します。 

 

受験を認められる理由 受験手続きに必要な書類 

交 通 事 故 事故証明書・欠席届 

公 共 交 通 機 関 延 着 延着証明書・（欠席届） 

病 気 ・ ケ ガ ( ※ ) 医師の診断書（欠席日が明記されているもの）・欠席届 

就 職 ・ 編 入 試 験 ( ※ ) 公欠願と就職・編入学試験報告書・欠席届 

忌 引 ・ 災 害 ( ※ ) 公欠願と欠席理由を証明する書類・欠席届 

その他大学が認める理由 (※ ) 公欠願・欠席届 

※  公欠、忌引、インフルエンザ等の感染症、災害の場合、受験料は不要です。（「欠席」のページ参
照のこと） 

 

３） 再試験 

定期試験の結果が成績不良で、不合格（「不」の評価）となった者が再び受ける試験であり、必修 

科目は再試験を実施します。従って選択科目については再試験を実施しない場合があり、その場合は

単位認定されないので注意してください。 

各自で成績を確認し、再試験該当者は、所定の手続きを行ってください。手続きをしない場合の受

験は認められないので、十分に注意してください。 

再試験がレポート試験の場合も、再試験の手続きが必要です。 

 

４） 学生受験心得 

（１） 受験にあたっては、次のことを厳正に守ってください。 

① 試験場では必ず学生証を携帯すること。不携帯の場合は受験を認めない。 

学生証を忘れた場合は、事務局学生課で仮学生証の発給を受けること。 

② 試験中は学生証を机上に提示すること。 

③ 試験開始後 20分以内であれば、係員（試験教室の監督者）に申し出て、その指示に従い 

試験を受けることができる。 

④ 試験開始後は棄権を認めない。 
⑤ 本学から交付する答案用紙のほかは使用してはならない。 
⑥ 試験場へ持込みの参照可の試験における参照書籍類は必ず自ら持参のものであること。 

教室内での貸借は認めない。 

⑦ 必要最小限の筆記用具及び予め許可された参照物以外の物品は全て鞄等にしまい 
足下に置くこと。 

⑧ 試験場においては私語その他疑惑を招くような態度をとらないこと。 
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（２） 不正行為を行った者には、次のいずれかの処分を行います。詳細は豊橋創造大学試験におけ

る不正行為者の処分に関する規程を参照してください。 

  ① 当該科目の単位を無効とし、さらに、当該学期における当該科目以降に実施する履修科 

目の試験については、「受験資格喪失」とする。 

  ② 当該科目のみならず、当該学期における全履修科目の単位を無効とする。 

  ③ 退学、停学等の処分に付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
８. 成績に関すること 
１） 単位認定と成績評価 

    豊橋創造大学 保健医療学部 看護学科履修規程および看護学科履修規程細則を参照してください。 

 

◆成績の無効◆ 

学則第27条により、学期の途中等で除籍処分となった場合は、（①在学年限を超えた場合、②休学

の期間を超えてなお修学できない場合、③指定の期日内に授業料等を納入しない場合、④長期間に

わたり行方不明の場合）その時点で当該学期における全科目の成績は無効となります。 

 

２） 成績評価の通知と発表 

    成績は、UNIVERSAL PASSPORT にて本人に通知されます。在学中の成績（GPA 含む）が 

全て記載されます。 

成績発表の時期 

 定期試験終了後 追再試験終了後 
春学期 8 月初旬 9 月初旬 
秋学期 2 月初旬（4 年生は 12 月） 3 月初旬（4 年生は 1 月初旬） 

 

入学手続きの際にご登録いただいた保証人に対して、年 2 回追再試験終了後に成績通知書を

郵送します。 

 

( 1 ) 替え玉受験及びその依頼 

( 2 ) 答案交換 

( 3 ) カンニングペーパーの使用 

( 4 ) 書き込み（机、所持品、身体など） 

( 5 ) 答案を写す（見た者、見せた者） 

( 6 ) 私語又は動作による連絡（連絡をした者、連絡を受けた者） 

( 7 ) 偽名、氏名抹消又は故意による無記名 

( 8 ) 持込が許可されていない参照物件の使用 

( 9 ) 使用が許可された参照物件の貸借（借りた者、貸した者） 

(10) 携帯通信機器の使用（スマートフォン・アップルウォッチ、スマートウォッチ等） 

(11) 受験態度が不良の場合 

(12) レポート提出に際して他者のものを引き写した場合 

(13) ( 1 )から(12)に準ずると認められた場合 

(14) ( 1 )から(13)の行為が試験終了後に発覚した場合 

不正行為とは 
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  ◆成績に疑問のある場合◆ 

どのような基準・方法で成績が評価されたかについて照会を求めることができます。照会を

求める場合は、成績発表の日から 1 週間以内（最終日が休業日にあたるときは翌日まで）に「「成成

績績評評価価確確認認届届」」を教務課に提出してください。 
３） 成績証明書 

① 成績評価のうち、成績証明書へ表示するものは「秀」、「優」、「良」、「可」、「認」とします。 

② GPAの成績証明書への記載は、学生本人からの申請により受け付けます。その際、GPAの成

績証明書への記載が正当な事由であると判断した場合に限ります。 

 

 ４） 卒業見込証明書の発行開始時期 

4年次履修登録完了後、発行できます。ただし、卒業見込条件を満たしている場合に限ります。 





Ⅲ　国家試験について
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１．受験資格  
 
   本学科において所定の教育課程を修了することにより、それぞれ看護師・保健師・助産師（保

健師・助産師は希望者の中から選抜）の国家試験の受験資格が与えられます。国家試験を受

験し、合格して初めて看護師・保健師・助産師の資格を得ることが出来ます。 

   看護師・保健師・助産師の資格は、保健師助産師看護師法によって定められています。 

 

２．受験手続 
   

   厚生労働省より毎年８月に出される「看護師国家試験の施行」、「保健師国家試験の施行」、

「助産師国家試験の施行」の内容に従って、受験手続を行います。 

 

３．試験時期 
   

   看護師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験は年 1回、2月の中旬に行われます。 





Ⅳ　教育課程表
（授業科目開講一覧表）

2023 年度入学生用



 

≪科目ナンバリング（体系的な教育課程の編成）について≫ 

 

・科目ナンバリング 

ナンバリング、あるいはコース・ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修

の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。大学内における授業科目の分類と

いう意味を持っています。学問の分類や対象とするレベル（学年等）等を示すことで、学生が適切な授業

科目を選択する際の参考となります。授業位置づけがわかるように各科目に番号を振ることで、学士課

程の科目全体を体系化でき、学生が授業を選びやすくすることを狙いとしています。 

 

・科目ナンバリング制度の学内基準 

 

 

 

 

 

 

本学のナンバリンク゛は、まず、頭文字として、学科／科別にアルファベット 2 文字で分類しています。

二つ目に、カリキュラムチャートにて分類された学習成果を英語表記（A～Z）で分類。次に、位置づけ

として基礎科目（L）と専門科目（M）を表記しています。そして、配当学年を表示し、最後に科目順に整

理番号を表記しています。 

 

看護学科・・・・・・・・・・・NR   Department of Nursing 

学修成果・・・カリキュラムチャートにて分類された学修成果を英語表記（A～Z）で分類。 

位置づけ・・・・教養教育科目：L 

        専門教育科目：M 

配当学年・・・・1年生：1 

2年生：2 

3年生：3 

4年生：4 

大学院：5 

専攻科：6 

自由科目等：0 

整理番号・・・・・・・ 001番～999番                                 以上 

NR D  M  1 005 
     学科／科      学修成果     位置づけ     配当学年      整理番号 
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科目 
区分

科目
コード

科目
ナンバリング

保 健 医 療 学 部 　 看 護 学 科 
授 業 科 目

単位数 時
間
数

開講年次

1年 ２年 ３年 ４年
必修 選択 自由 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

基　

礎　

科　

目

基
礎
教
養 

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

9501 NRA L 1 0 0 1 基 礎 ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ 1 30 ●

9502 NRE L 1 0 0 1 基 礎 ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ 1 30 ●

人
間
と
生
活

9513 NRE L 1 0 0 2 倫 理 学 ★ 2 30 ●

9516 NRF L 1 0 0 1 哲 学　 2 30 ●

951A NRB L 1 0 0 1 心 理 学 概 論 2 30 ●

9512 NRF L 1 0 0 2 人 間 関 係 論 2 30 ●

9526 NRB L 1 0 0 2 社 会 学 概 論 2 30 ●

9528 NRCL 1 0 0 1 社 会 福 祉 学 ☆ 2 30 ●

9532 NRCL 1 0 0 2 憲 法 2 30 ●

9530 NRD L 1 0 0 1 地 球 の 生 態 学 1 15 ●

953A NRA L 1 0 0 2 生 命 科 学 の 基 礎 2 30 ●

9521 NRA L 1 0 0 4 文 化 人 類 学 2 30 ●

9523 NRB L 1 0 0 3 国 語 表 現 法 2 30 ●

9517 NRA L 2 0 0 5 現 代 芸 術 論 2 30 ●

9522 NRD L 1 0 0 3 ボ ラ ン テ ィ ア 論 1 30 ●

9519 NRB L 2 0 0 7 東三河の歴史風土と文化 1 15 ●

情
報
と
言
語

9534 NRB L 1 0 0 4 情 報 リ テ ラ シ ー Ⅰ 1 30 ●

9535 NRE L 1 0 0 3 情 報 リ テ ラ シ ー Ⅱ 1 30 ●

9538 NRE L 1 0 0 4 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 技 法 2 30 ●

9539 NRCL 1 0 0 3 英 語 Ⅰ 1 30 ●

9540 NRF L 1 0 0 3 英 語 Ⅱ 2 30 ●

9541 NRCL 1 0 0 4 英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン Ⅰ 2 30 ●

9542 NRF L 1 0 0 4 英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン Ⅱ 2 30 ●

9543 NRA L 2 0 0 4 英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン Ⅲ 2 30 ●

9544 NRD L 1 0 0 2 ド イ ツ 語 入 門 Ⅰ 2 30 ●

9545 NRB L 4 0 0 9 ド イ ツ 語 入 門 Ⅱ 2 30 ●

9546 NRA L 1 0 0 3 中 国 語 入 門 Ⅰ 2 30 ●

9547 NRCL 4 0 0 6 中 国 語 入 門 Ⅱ 2 30 ●

9548 NRB L 2 0 0 6 看 護 ・ 医 療 英 語 1 30 ●

人
間
と
健
康

9551 NRGL 1 0 0 3 ス ポ ー ツ Ⅰ 1 30 ●

9552 NRB L 2 0 0 7 ス ポ ー ツ Ⅱ 1 30 ●

9555 NRB L 1 0 0 7 健 康 科 学 1 15 ●

専
門
基
礎

科
目

人
間
の 

理
解

960A NRBM1 0 0 1 か ら だ の 構 造 と 機 能 Ⅰ 1 30 ●

960B NREM1 0 0 1 か ら だ の 構 造 と 機 能 Ⅱ 2 60 ●

2023年度入学生用　看護学科　教育課程表（授業科目開講一覧表）
※開講時期は、変更となる場合があるので、毎年シラバス等で確認すること。
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科目 
区分

科目
コード

科目
ナンバリング

保 健 医 療 学 部 　 看 護 学 科 
授 業 科 目

単位数 時
間
数

開講年次

1年 ２年 ３年 ４年
必修 選択 自由 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

専
門
基
礎
科
目

960C NREM2 0 0 5 臨 床 心 理 学 1 15 ●

960D NRCM1 0 0 5 社 会 シ ス テ ム と 人 間 1 15 ●

健
康
の
理
解

961A NRCM2 0 0 2 臨 床 薬 理 学 1 30 ●

961B NREM1 0 0 2 臨 床 栄 養 学 1 15 ●

9609 NRFM1 0 0 1 生 化 学 1 30 ●

961D NRCM1 0 0 6 病 原 体 と 感 染 1 15 ●

9651 NRFM1 0 0 2 病 態 と 治 療 の 基 礎 1 15 ●

9652 NRGM1 0 0 1 病 態 と 治 療 Ⅰ ( 内 科 系 ） 2 30 ●

9653 NRDM2 0 0 1 病 態 と 治 療 Ⅱ ( 内 科 系 ） 2 30 ●

9654 NRAM2 0 0 1 病 態 と 治 療 Ⅲ ( 外 科 系 ） 2 30 ●

9655 NRBM2 0 0 2 病 態 と 治 療 Ⅳ （ 小 児 ） 1 15 ●

9656 NRBM2 0 0 3 病態と治療Ⅴ（産科・婦人科） 1 15 ●

9657 NRCM2 0 0 4 病 態 と 治 療 Ⅵ （ 精 神 ） 1 15 ●

環
境
の
理
解

9621 NRGM1 0 0 2 公 衆 衛 生 学 2 30 ●

9627 NREM2 0 0 6 保 健 医 療 福 祉 行 政 論 ☆ 2 30 ●

9628 NRCM2 0 0 5 保 健 医 療 統 計 学 Ⅰ ☆ 1 15 ●

9629 NRFM2 0 0 5 保 健 医 療 統 計 学 Ⅱ ☆ 1 15 ●

962A NREM1 0 0 3 環 境 と 人 間 1 15 ●

専　

門　

科　

目

基
礎
看
護
学

970A NRCM1 0 0 1 看 護 学 原 論 2 30 ●

970B NREM1 0 0 4 看 護 理 論 概 説 1 15 ●

970C NRAM3 0 0 4 看 護 倫 理 ☆ ★ 2 30 ●

970E NRFM1 0 0 5 ヘ ル ス ア セ ス メ ン ト 論 ★ 2 60 ●

980D NRFM1 0 0 6 基 礎 看 護 学 方 法 論 Ⅰ 2 60 ●

980E NRDM2 0 0 4 基 礎 看 護 学 方 法 論 Ⅱ 2 60 ●

980F NRAM2 0 0 4 基 礎 看 護 学 方 法 論 Ⅲ 1 30 ●

9861 NRGM1 0 0 3 基 礎 看 護 学 実 習 Ⅰ 1 45 ●

9862 NRFM2 0 0 6 基 礎 看 護 学 実 習 Ⅱ 2 90 ●

在
宅
看
護
学

984A NRBM1 0 0 2 在 宅 看 護 学 原 論 Ⅰ ☆ 2 30 ●

9848 NRBM2 0 0 7 在 宅 看 護 学 原 論 Ⅱ ☆ 1 15 ●

984E NRGM2 0 0 7 在 宅 看 護 学 方 法 論 1 15 ●

984C NRAM2 0 0 8 在 宅 看 護 学 演 習 Ⅰ 1 30 ●

984D NRAM3 0 0 9 在 宅 看 護 学 演 習 Ⅱ 1 30 ●

986C NREM3 0 1 1 在 宅 看 護 学 実 習 2 90 ●

成熟期
看護学 988A NRBM2 0 0 8 成 熟 期 看 護 学 原 論 2 30 ●
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科目 
区分

科目
コード

科目
ナンバリング

保 健 医 療 学 部 　 看 護 学 科 
授 業 科 目

単位数 時
間
数

開講年次

1年 ２年 ３年 ４年
必修 選択 自由 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

専　

門　

科　

目

成
熟
期
看
護
学

988B NRGM2 0 0 8 成 熟 期 看 護 学 方 法 論 Ⅰ 1 15 ●

988C NRGM2 0 0 9 成 熟 期 看 護 学 方 法 論 Ⅱ 1 15 ●

988D NRGM2 0 1 0 成 熟 期 看 護 学 方 法 論 Ⅲ 2 30 ●

988E NRBM3 0 1 5 成 熟 期 看 護 学 演 習 Ⅰ 1 30 ●

988F NRBM3 0 1 6
成 熟 期 看 護 学 演 習 Ⅱ
（ 慢 性 期 ） 1 30 ●

988G NRBM3 0 1 7
成 熟 期 看 護 学 演 習 Ⅲ
（ 終 末 期 ） 1 30 ●

988H NRBM3 0 1 8 成 熟 期 看 護 学 演 習 Ⅳ 1 30 ●

988I NREM2 0 0 9
成 熟 期 看 護 学 実 習 Ⅰ
（ 老 年 期 ① ） 1 45 ●

988J NREM2 0 1 0
成 熟 期 看 護 学 実 習 Ⅱ
（ ク リ テ ィ カ ル ） 1 45 ●

988K NREM3 0 1 3
成 熟 期 看 護 学 実 習 Ⅲ
（ 慢 性 期 ① ） 1 45 ●

988L NREM3 0 1 4
成 熟 期 看 護 学 実 習 Ⅳ
（ 慢 性 期 ② ） 2 90 ●

988M NREM3 0 1 5
成 熟 期 看 護 学 実 習 Ⅴ
（ 周 術 期 ） 2 90 ●

988N NRFM3 0 1 6
成 熟 期 看 護 学 実 習 Ⅵ
（ 老 年 期 ② ） 2 90 ●

988O NRFM4 0 0 1
成 熟 期 看 護 学 実 習 Ⅶ
（ エ ン ド オ ブ ラ イ フ ） 1 45 ●

小
児
看
護
学

983A NRDM2 0 0 4 小 児 看 護 学 原 論 1 15 ●

983B NRFM2 0 0 9 小 児 看 護 学 方 法 論 2 30 ●

9833 NRGM3 0 0 9 小 児 看 護 学 演 習 1 30 ●

983C NRGM2 0 0 9 小 児 看 護 学 実 習 Ⅰ 1 45 ●

983D NRGM3 0 1 0 小 児 看 護 学 実 習 Ⅱ 1 45 ●

母
性
看
護
学

982A NRCM2 0 0 8 母 性 看 護 学 原 論 1 15 ●

982B NRCM2 0 0 9 母 性 看 護 学 方 法 論 2 30 ●

9828 NRFM2 0 0 7 母 性 看 護 学 演 習 1 30 ●

9866 NRFM3 0 1 0 母 性 看 護 学 実 習 2 90 ●

精
神
看
護
学

986D NRAM2 0 0 5 精 神 看 護 学 原 論 1 15 ●

986E NRGM2 0 1 1 精 神 看 護 学 方 法 論 2 30 ●

9838 NRAM3 0 0 4 精 神 看 護 学 演 習 1 30 ●

9868 NRGM3 0 0 8 精 神 看 護 学 実 習 2 90 ●

看
護
の
統
合

974A NRCM4 0 1 6 看 護 管 理 学 　 ★ 1 15 ●

974B NRDM4 0 0 7 看 護 教 育 学 1 15 ●

9846 NRBM3 0 0 9 看 護 学 研 究 Ⅰ 1 30 ●

9847 NRDM4 0 0 8 看 護 学 研 究 Ⅱ 1 30 ●

9745 NRBM3 0 1 0 家 族 看 護 学 ☆ 1 15 ●

9747 NRAM4 0 0 8 災 害 看 護 学 1 15 ●

9746 NRBM4 0 1 5 国 際 看 護 学 1 15 ●
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科目 
区分

科目
コード

科目
ナンバリング

保 健 医 療 学 部 　 看 護 学 科 
授 業 科 目

単位数 時
間
数

開講年次

1年 ２年 ３年 ４年
必修 選択 自由 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

専
門
科
目

看
護
の

統
合

9749 NRFM4 0 0 1 医 療 ・ 看 護 の 最 前 線 1 15 ●

9783 NRBM4 0 1 6 統 合 実 習 2 90 ●

専
門
科
目
（
選
択
コ
ー
ス
）

公
衆
衛
生
看
護
学
＊
1

9622 NRCM3 0 1 1 疫 学 2 30 ●

9623 NRDM3 0 0 5 学 校 保 健 学 1 15 ●

9624 NRAM3 0 0 6 産 業 保 健 学 1 15 ●

978A NRBM3 0 1 9 公 衆 衛 生 看 護 学 原 論 2 30 ●

978B NRBM3 0 2 0 公衆衛生看護学方法論Ⅰ 2 30 ●

978C NRCM3 0 1 7 公衆衛生看護学方法論Ⅱ 2 30 ●

9873 NRCM3 0 1 3 公 衆 衛 生 看 護 学 演 習 Ⅰ 1 30 ●

9874 NRDM4 0 1 1 公 衆 衛 生 看 護 学 演 習 Ⅱ 1 30 ●

978D NRDM4 0 1 2 公 衆 衛 生 看 護 管 理 論 2 30 ●

9871 NRDM4 0 1 0
公 衆 衛 生 看 護 学 実 習 Ⅰ
（ 行 政 ） 4 180 ●

9872 NRCM4 0 1 7
公 衆 衛 生 看 護 学 実 習 Ⅱ
（ 学 校 ・ 産 業 ） 1 45 ●

助
産
学
＊
2

9777 NREM3 0 1 2 地 域 母 子 保 健 2 30 ●

977H NRAM3 0 1 0 助 産 学 原 論 1 15 ●

977A NRBM3 0 1 3 助 産 診 断 ・ 技 術 学 Ⅰ 2 30 ●

977B NRBM3 0 1 4 助 産 診 断 ・ 技 術 学 Ⅱ 2 30 ●

977C NRCM3 0 1 4 助 産 診 断 ・ 技 術 学 Ⅲ 2 30 ●

977I NREM4 0 1 3 助 産 診 断 ・ 技 術 学 Ⅳ 2 30 ●

977J NRCM4 0 1 8 助 産 技 術 学 2 30 ●

9779 NRFM3 0 1 1 助 産 管 理 1 15 ●

977E NRCM3 0 1 5 助 産 学 実 習 Ⅰ 1 45 ●

977F NRDM4 0 0 9 助 産 学 実 習 Ⅱ 3 135 ●

977G NREM4 0 1 4 助 産 学 実 習 Ⅲ 7 315 ●

「公衆衛生看護学」の読み換え科目は☆の12単位です

「助産学」の読み替え科目は★の7単位です

＊1；「公衆衛生看護学」の自由科目は保健師選択コースの学生が履修すべき科目です

＊2：「助産学」の自由科目は助産師選択コースの学生が履修すべき科目です



Ⅴ
２年次以降の

授業科目の概要
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科目 

区分 

授業科目の名称 講 義 等 の 内 容 

基
礎
科
目 

人
間
と
生
活

現代芸術論 

現代芸術と呼ぱれる美術ジャンルは、様々な場所や機会におい

て観ることができる。それは形あるものだけではなく、空間や概

念などの鑑賞者の思考に所在するものまでも。この授業では現代

芸術とどのように対峙し、どこに作品の魅力があるのか、鑑賞の

仕方を学ぶ。 

東三河の 

歴史風土と文化 

東三河地域の自然・風土、暮らし、産業経済、インフラなどの

現況と今後の展望について、都市部・中山間地といった地理的特

性に応じて具体的な事象や実例を学び、将来の実務や生活に役立

てる。 

情
報
と
言
語

英語コミュニ 

ケーションⅢ

英語のみを用いて授業を進める。英語コミュニケーションⅢで

は、英語コミュニケーションⅡを履修した者を対象とし、ビジネス

で用いる会話を中心に修得する。ビジネスで用いる文書について解

説し、ビジネスレターのやりとりでの慣用句等についても学ぶ。 

ドイツ語 

入門Ⅱ 

ドイツ語入門Ⅰで習得したことを前提とし、自己紹介、買い物、

道を尋ねるなどの具体的な場面でドイツ語での会話を学びなが

ら、簡単な会話ができるようにし、基礎的なドイツ語の初歩的な

レヴェルの文法について習得することを目的とする。

あわせてドイツという国や、ドイツ人の暮らしや生き方につい

ても見ていくことで多様な文化のあり方についても学ぶ。 

中国語入門Ⅱ 

中国語入門Ⅰを既習内容として、より広範な語彙、文法事項に

ついて解説し、実際に用いられる慣用表現についても修得する。

中国語をより身近な言語と感じ、今後の学修意欲を継続していけ

るように、辞書を用い文章を翻訳しながら学修する。 

看護・ 
医療英語 

本科目では特に臨床で活用できる英語力を養うことを目標と

する。英文講読をするための能力、医療従事者として外国人と英

語でコミュニケーションするための能力を養う。具体的には、看

護関係の英文の要約を行うとともに、医療現場を扱ったビデオや

CDを教材として用い、医療英語の表現法を修得する。 

人
間
と
健
康

スポーツⅡ

生涯を通じて気軽にスポーツに親しむことは健康の維持・増進

につながり、生活習慣病を予防するためにも必要である。また、

スポーツはストレスを解消させるために効果的である。本科目で

は数種目のスポーツに取り組みながら、スポーツに対する興味や

関心を持ち、スポーツをする習慣を身につけることを目指す。さ

らに年齢や特性に適したスポーツの在り方、心身の健康に対して

より効果的な生活への取り入れ方を学修する。 
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専
門
基
礎
科
目 

 

基
礎
科
目 

人
間
の
理
解 

臨床心理学 

人が生きていく過程で直面するさまざまな危機的状況において、

どのように反応し、行動するのか、心理的な状況・問題と関連させ

て学びを深める。その心理的な状況・問題の理解を基盤として、心

を病む人たちに対してどのような働きかけができるのか、心理面か

らの援助の在り方とその具体的方法についての基礎を学ぶ。  

健
康
の
理
解 

臨床薬理学 

「生体内に入った薬物が生体にどのような影響を及ぼすか」と

いう薬力学と「生体が生体に入った薬物をどのように処理する

か」という薬物動態学の両面から追求し、治療効果と副作用を明

らかにする学問である臨床薬理の基礎知識を学ぶ。また、主な病

態に対する薬物療法とその効用の作用機序、副反応、留意点およ

び新たに開発されてきている薬剤等についても学ぶ。 

病態と治療Ⅱ 

(内科系) 

主に内科的な治療を必要とする病変を引き起こす疾患と治療、

ならびにその発生要因について学修する。本科目では、主に血液

疾患、神経疾患、内分泌・代謝疾患とその主要病態、症状、治療、

検査を学修する。 

病態と治療Ⅲ 

(外科系) 

主に外科的な治療を必要とする疾患とその主要病態、症状、治

療、検査について学修する。手術療法や麻酔に関する内容も含む。 

専
門
基
礎
科
目 

健
康
の
理
解 

病態と治療Ⅳ 

（小児） 

先天性疾患など小児特有の疾患、および乳児期から青年期まで

の小児期に発症する代表的な疾患とその主要病態、症状、治療、

検査について学修する。  

病態と治療Ⅴ

（産科・婦人科） 

産科・婦人科疾患とその主要病態、症状、治療、検査について

学修する。主に、子宮・卵巣等の病態および妊娠・分娩が原因と

なって起こる母体、胎児・出生直後の新生児に起こる病態等につ

いて学修する。 

病態と治療Ⅵ 

(精神) 

精神疾患・障害の分類をはじめ、統合失調症やうつ病を中心に、

代表的な精神疾患・障害の成因や主要病態、および身体・精神症

状、治療、検査について学修する。 

環
境
の
理
解 

保健医療福祉 

行政論 

少子・高齢社会を背景とした人々の生活を支える保健医療福祉

行政の仕組みについて学ぶ。具体的には、現行の保健、医療、福

祉の法制度の体系やそのシステム、役割と機能について学修す

る。地域の多様な政策形成過程の場での看護師・保健師に期待さ

れる役割について事例を通して学ぶ。 

保健医療 

統計学Ⅰ 

看護学領域では質と量の様々なデータと直面する。データを適

切に処理し活用するには統計理論に関する知識が必要不可欠と

なる。本科目では統計データ処理に必要な確率の基礎や理論分布

等について学修する。 

保健医療 

統計学Ⅱ 

看護・医療を取り巻く様々なデータを用いた統計処理の手法を

演習を通して学ぶ。また、種々の統計データ処理の実践的応用に

関する知識を修得し、健康に関する統計の在り方についても学ぶ。 

 



43

 

 
 

専
門
科
目 

基
礎
看
護
学 

看護倫理 

現在の社会の多様な事象の中で、保健医療及び看護に求めら

れる高い倫理への要請を理解した上で、医療に求められる倫理、

看護倫理の意義、必要性を理解する。また、多様な角度から倫

理的課題を感じ取る感受性と、看護倫理の原則を基盤に、医療

における事象を対象者の人権を擁護する視点から考察できる基

礎的な能力を育成する。さらに、臨地における事例の倫理的ジ

レンマに焦点をあて、看護倫理の哲学的、理論的な見地からも

具体的に検討し考察する。 

基礎看護学方法

論Ⅱ 

医学的治療・検査に伴う看護技術を根拠に基づいて対象者に

提供する必要性を理解し、正確かつ安全、安楽に看護技術を実

施するための知識・技術・態度を講義および学内演習をとおし

て学修する。 

基礎看護学方法

論Ⅲ 

看護の視点から対象者が生理的・心理社会的に全体として適応し

て生活しているかについて、アセスメントし看護診断をする。この

臨床判断のプロセスを通し、必要な看護ケアを立案、実施し、成果

を得る。この有機的関連性をもつ看護のプロセスについて看護理論

を基盤として理解すると共に、模擬事例を通し、対象者にとって有

効な看護プロセスを学生自身が体験的主体的に展開する。 

基礎看護学 

実習Ⅱ 

一人の患者を受け持ち、対象者との関わりを通して対象理解

を深め、看護過程を展開する。看護の視点から対象者の生理的・

心理社会的全体として適応しているかどうか、アセスメントし

看護診断をする。この臨床判断のプロセスを通し、必要な看護

ケアを立案し、それに基づいた看護技術による生活援助を実践

し、その評価とフィードバックを行う。また、対象者にあった

生活援助の実施に必要な知識・技術・態度を学修する。さらに

この一連の体験を通して、看護における患者―看護師の人間関

係の重要性を理解する。 

 

在宅看護学原論

Ⅱ（地域看護） 

地域の多様な場で人々の暮らしを支える看護の役割を学修す

る。さらに対象者の生活する場に応じた多職種連携、および関

連する保健医療・福祉・介護制度の概要について学び、地域包

括ケアの必要性について理解する。 

在宅看護学方法論 

在宅看護の対象者は、小児から高齢者までと年齢の幅は大きく、

寝たきり高齢者、がんの終末期患者、神経系難病患者、在宅療養し

ている子ども、精神疾患をもつ療養者等、対象の疾病や状態もさま

ざまである。本科目では、地域包括ケアシステムを踏まえ、在宅療

養者の特徴と看護の方法について学修する。 

在宅看護学演習

Ⅰ 

在宅看護では、様々な対象者に、生活の場の特徴を踏まえて臨床

判断できる能力が必要である。本科目では、講義と演習を通して、

療養者および家族の健康状態と生活状況から支援ニーズを把握し、

適切な看護を提供するための看護過程のプロセスを学修する。 
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専
門
科
目 

在宅看護学演習

Ⅱ 

在宅看護では、生活の場の特徴を踏まえて看護援助を実施できる

能力が必要である。本科目では、訪問看護師が実施する看護援助を

中心に、対象者の生活の場で実施する看護技術について講義と演習

を通して学修する。 

在宅看護学実習 

在宅で療養生活を送る様々な対象者の健康状態、生活状況を

適切に臨床判断し、保健医療・福祉・介護の制度を踏まえて多

職種と有機的に連携して看護するための基礎的能力を養うこと

を目的とする。そのために訪問看護ステーション等在宅看護が

提供される場で実習する。さらに地域包括ケアシステムの中で

の看護の役割について学修し、在宅看護を発展的に考えること

ができる能力を養う。 

成
熟
期
看
護
学 

成熟期看護学原論 

成人期への移行期である思春期から人間の完成期である老年

期までを成熟期と捉え、この段階にある人々の加齢による変化

および発達課題や健康上のニーズ、健康課題について理解する。

また各健康レベルに応じた看護実践の基本となる理論や考え

方、地域包括ケアシステムを含めた保健医療福祉政策の動向や

医療システムについて学修する。 

成熟期看護学 

方法論Ⅰ 

（急性・回復期） 

急性期やクリティカルケアを必要とする重篤な状態、周術期

にある人とその家族の特徴を理解し、看護援助に必要な臨床判

断能力を養うための基礎知識を身につける。また、生命維持、

心身の回復過程を理解し、対象者の特性に応じて、生きること

を支え QOL を高める看護援助について、多職種連携の視点を踏

まえて学修する。 

成熟期看護学 

方法論Ⅱ 

（慢性・終末期） 

慢性的な病を持つ人やその家族の思い、治療過程を理解し、病を

持ちながら生活していくために必要なセルフケアを支える看護実践

について、臨床判断を踏まえて学修する。また、その人らしく最期

まで生きていくことができるように、人生の最終段階にある人と家

族に対するエンドオブライフケアについて学修する。さらに、これ

らに共通する住み慣れた地域で暮らしていくための地域包括ケアの

視点について学修する。 

成熟期看護学 

方法論Ⅲ 

（老年期） 

人間の加齢の変化に伴う健康レベルの変化と日常生活に及ぼす

影響、および老年期に特徴的な病態と疾患の重症化し易さを理解

し、臨床判断する能力とクリティカルケアを含め援助するための

基本的な高齢者ケアの方法を学修する。 

また高齢者の意思決定の重要性を理解し、家族を含めた高齢者

の晩年期の支援や終末期医療に関する基礎的知識を修得する。 

成熟期看護学 

演習Ⅰ 

（急性・回復期） 

周術期にある成熟期の人の紙上事例を用いて看護過程を展開

し、手術侵襲からの回復過程に応じた適切な看護援助を行うた

めの臨床判断能力を養う。また、クリティカルケアを必要とす

る重篤な状態にある成熟期の人に特有な看護技術を修得する。 
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専
門
科
目 

成
熟
期
看
護
学 

成熟期看護学 

演習Ⅱ 

（慢性期） 

慢性的な病を持つ対象者が、病とどのように折り合いをつけ

て自分らしく生きていくのか、セルフマネジメントに関する諸

理論を活かした臨床判断能力の育成を目指し、紙上事例を通し

て看護過程を学修する。また、セルフマネジメント支援に必要

な看護技術を修得する。 

成熟期看護学 

演習Ⅲ 

（終末期） 

人生の最終段階にある対象者とその家族を全人的な側面から

捉え、よりよい終生が遂げられるように緩和ケアに必要な看護

技術について学修する。また、これらの演習を通して学生が主

体的に死生に対する考えが深められるように、対話による検討

を取り入れて形成していく。 

成熟期看護学 

演習Ⅳ 

（老年期） 

加齢に伴う変化を有する高齢者を、生物・心理社会面から全

人的に捉え、対象者の「健康課題」と「持てる力」に着眼し、

高齢者ケアについて根拠を踏まえた臨床判断能力を養う。また、

紙上事例を通して高齢者の生活を支える看護援助の方法と多職

種連携を踏まえた看護過程を学修する。 

成熟期看護学 

実習Ⅰ 

（老年期①） 

ライフサイクルの最終ステージにある日常生活が自立した高

齢者との関りを通して、加齢に伴う身体の変化が日常生活の行

動に及ぼす影響と長い年月を生きて得た価値観を理解する。ま

た、対象者の「もてる力」に着眼し、健康を維持・向上させる

ための看護に必要な基礎的実践能力を養う。 

成熟期看護学 

実習Ⅱ 

（クリティカル） 

クリティカルケアを必要とする重篤な状態にある成熟期の人

とその家族の特徴を踏まえ、対象者の生命維持に向けた治療が

行われている場において、対象者の回復過程を支える看護実践

能力を養う。 

成熟期看護学 

実習Ⅲ 

（慢性期①） 

慢性的な健康課題を有し、療養生活を送っている人々へのセル

フケア支援技術に必要な臨床判断能力の育成と地域包括ケアの実

際を理解するために、主に外来看護を中心に臨地実習を行う。 

成熟期看護学 

実習Ⅳ 

（慢性期②） 

慢性的な健康課題を有する対象者とその家族が抱えている健

康上のニーズを捉え、これまで学んできたセルフマネジメント

の諸理論ならびに技術を用いて、病とともにその人らしく生き

ていくための看護実践に必要な臨床判断能力を養う。病棟での

受け持ち実習を実践する。 

成熟期看護学 

実習Ⅴ 

（周術期） 

病院で周術期にある人とその家族の特徴を踏まえ、侵襲的治

療法である手術・麻酔に伴う生体反応や合併症などの知識を基

に、看護過程を展開する。看護の視点から対象者の生理的・心

理社会的全体として適応しているかどうか、アセスメントし看

護診断をする臨床判断のプロセスを通し、必要な看護ケアを立

案し、それに基づいた看護実践を行い、その評価を行う。また、

看護実践を通して対象者の権利を尊重し、尊厳を守る倫理的な

姿勢を身につける。 
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専
門
科
目 

成
熟
期
看
護
学 

成熟期看護学 

実習Ⅵ 

（老年期②） 

病院等で生活するケアの必要性が高い高齢者との関りを通し

て、重症化し易い高齢者の特徴を踏まえ、健康のレベルに応じ

た生活援助の実際と対象者を取り巻く家族への支援や社会的環

境ついて理解する。また、対象者の「もてる力」に着眼し、臨

床判断を基に QOL の維持・向上を目指した看護実践能力を養う

とともに、対象者に対する多職種連携の実際を理解し、看護の

役割を学修する。 

成熟期看護学 

実習Ⅶ 

（エンドオブラ

イフ） 

人生の最終段階にある対象者の全人的苦痛と家族が抱える苦

悩を知り、看護に必要な臨床判断能力の育成を目指して、エン

ドオブライフケアの実際を学修する。また、臨地実習での様々

な人々とのかかわりを通して、自己の死生観を養う。 

小
児
看
護
学 

小
児
看
護
学 

小児看護学原論 

子どもと家族を取り巻く環境の変化や関連する法律・施策の

変遷、地域包括ケアシステムにおける子ども・子育て支援の現

状等の基本的知識をふまえ、小児看護の対象となる人々と役割

について学修する。また、子どもの成長・発達の特徴を理解し、

アセスメントできる能力を養う。 

小児看護学 

方法論 

成長・発達段階をふまえ、様々な健康レベル、施設や地域な

ど多様な場における子どもと家族の特徴を理解し、子どもの成

長・発達そのものを促進する援助や子どもと家族の健康を支え

るための看護の方法を学修する。 

小児看護学演習 

小児に特有な看護技術について、根拠に基づく知識を修得す

るとともに、成長・発達段階に応じた援助方法を学修する。ま

た、施設や地域など様々な場における支援の視点をふまえ、子

どもとその家族の状況を的確に臨床判断し、看護援助を立案、

実施、評価するために必要な看護のプロセスについて、紙上事

例を通して学修する。 

小児看護学実習

Ⅰ 

乳幼児期にある子どもとの関わりを通して、子どもの成長・

発達の特徴および遊びや生活についての理解を深め、成長・発

達を支援するための実践力を養う。また、子どもとのコミュニ

ケーション、遊びの援助、日常生活援助など小児看護に必要な

基礎的実践能力を育成する。 

小児看護学実習

Ⅱ 

健康上の課題を有する子どもとその家族の状況を的確にアセ

スメントし、看護診断する臨床判断能力を育成するとともに、

子どもと家族の意思を尊重し、健康を支えるための看護実践能

力を養う。入院や治療、検査を要する子どもとその家族を受け

持ち、看護実践を通して学修する。 
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専
門
科
目 

母
性
看
護
学 

母性看護学原論 

母性看護の対象を取り巻く社会の変遷と母子保健の動向や母

子保健施策から母性看護の役割と課題を考える。ライフサイク

ル各期の女性の発達や健康課題を身体機能や心理社会面から捉

え、すべての女性及び次世代の健全育成を支援するための母性

看護の基盤となる理論や概念を学修する。 

母性看護学 

方法論 

子どもを産み育てること、親になることの始まりは妊娠（受

胎）の成立である。本科目では、新生児期を含め、妊娠期・分

娩期・産褥期の身体的・心理社会的特性について理解する。ま

た、正常からの逸脱の有無について臨床判断能力を養うための

基礎知識を身につける。性成熟期にある女性とその家族が、妊

娠期・分娩期・産褥期を経て「親になる」過程における必要な

援助について学ぶ。 

母性看護学演習 

母性看護過程演習では、紙上事例を用いて妊娠期・産褥期・新

生児期にある母子の看護過程を展開するために必要な基礎的能力

と、対象の個別性に応じて安全・安楽・自立をふまえながら状況

に応じたケアを実施できる臨床判断能力を養う。また、母性看護

技術演習では、周産期にある対象の経過や母子の健康状態を把握

するために必要な母性看護特有の看護技術を修得する。 

母性看護学実習 

周産期にある対象を理解し、母子とその家族への看護援助を

通して臨床判断能力や態度を養う。また、子育て世代の地域と

の継続的支援方法とその実際を学修する。 

精
神
看
護
学 

精神看護学原論 

精神看護の対象となる人々の精神の健康に関する理論や歴史

的背景、現代の社会病理に関する知識を修得し、幅広い視座か

ら捉える重要性を理解する。誰もが精神の不調を経験する可能

性がある中で、精神の不調や精神疾患・障害を持つ人々が尊厳

をもって共生社会を生きるため、多様な価値観を理解し、倫理

的・道徳的な視点をもった看護職の役割や、役割の拡大につい

て学修する。 

精神看護学 

方法論 

精神の不調や精神疾患・障害により日常生活や人生をおくる上

で支援が必要な人々に対して、発達段階、健康レベル、地域包括

ケアを含む多様な場での予防、早期発見、診療の補助・治療、リ

カバリーの過程を支援する臨床判断と支援方法の専門的知識を学

修する。その際、人々の主体性の尊重や、治療と人権の擁護、多

職種連携・協働の視点の重要性について理解を深める。 

精神看護学演習 

精神看護学における具体的な看護実践の方法について、精神

科病院での入院医療や地域包括ケアの視点から、一連の看護過

程を通して対象者の特徴を踏まえた臨床判断と看護実践するた

めの基礎的能力を修得する。この過程で、精神看護学における

看護技術としての治療的コミュニケーション技法やリフレクシ

ョン、心理・社会的療法の実際について学修する。   
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専
門
科
目 

精
神
看
護
学 

精神看護学実習 

精神疾患・障害のために日常生活や対人関係に困難を抱えて

いる対象者の生活の実際を知り、リカバリーの視点を踏まえた

その人らしい日常生活を送るための支援、地域包括ケアを活用

した社会参加に向けた働きかけなどの看護を実践する。その過

程で、リフレクションを踏まえた援助的人間関係の構築、多職

種との協働を活用し、科学的根拠や倫理的・道徳的態度を基盤

とした精神看護における臨床判断と看護実践に適用する能力を

身につける。 

看
護
の
統
合 

看護管理学 

看護師が活動する実践の場をシステムとして把握し、そこで

実践される活動の中核となっている組織と看護師の機能につい

ての学修を通し看護管理の意義を理解する。また、医療の安全

について、リスクマネージメントの基礎的な知識について学び、

より良い看護を提供するための管理方法と今日的課題について

学ぶ。さらに、看護に関する政策とそれが及ぼす現場への影響

を理解し、それとの関連から看護管理の課題について確認する。 

看護教育学 

看護学教育全体を概観したうえで、教育の基本的な理論のも

と、看護教育制度、教育課程の変遷と現在の課題を理解する。

その上で、卒後教育、継続教育の現状、生涯学習の方法等の概

括を理解し、看護の質を高めるために実践の場に教育がケアに

も看護職の能力向上にも実際に活用されていることを知り、自

らの進む方向に役立てる。 

看護学研究Ⅰ 

看護における研究の意義、研究プロセス、文献検討、具体的

な研究方法、研究倫理などの看護研究の基礎的知識を学ぶ。 

また、関心のあるテーマについて文献検索、文献検討を実際

に行い、自らの研究テーマを明確にするとともに、研究を実施

するための基盤となる能力を養う。 

看護学研究Ⅱ 

看護学研究 Iで学んだ基礎的知識および文献検討をもとに、 

明確にした研究課題について研究計画書を作成する。研究計

画書の作成を通して、看護研究に必要な基礎的能力を養うとと

もに、看護における研究の意義を理解し、専門職者として生涯

にわたり継続して研鑽し、専門性を発展させる基本的態度を身

につける。 

家族看護学 

本科目では、家族看護学発展の歴史的背景、看護学における

家族の理解とその理論的な背景を踏まえ、家族の機能、看護職

の役割と姿勢、援助の方法について学修する。家族看護のモデ

ルを使用した事例検討に取り組み、家族を一つの単位としてア

セスメントし援助する必要性を学修する。 
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専
門
科
目 

看
護
の
統
合 

災害看護学 

国内外の過去の大規模災害時における看護活動の実際をもと

に、災害が地域や人々の健康や生活に及ぼす多大な影響を理解

し、災害現場や災害サイクルに応じた看護の役割について学ぶ。

またトリアージの基本的知識と方法について学ぶとともに、災

害医療現場での倫理的問題について考えることのできる基礎的

能力を養う。 

国際看護学 

国際社会において、広い視野に基づき、看護を通して諸外国

との連携・協力を考え、人々の幸福や健康に対して看護職の果

たすべき役割を理解するための基礎的能力を養う。その上で、

将来、看護職として自らの進む方向の視野も広げることを目的

とする。 

統合実習 

本実習は、4年次春学期までに修得した学修を統合し、看護実

践能力の向上を目指すことを目的とする。ここでの看護実践能

力とは、看護の対象となる人を尊重し権利を擁護する倫理的姿

勢を基盤とし、適切な臨床判断のプロセスを通して必要な看護

ケアを実践し、その評価とフィードバックを行う能力、チーム

の一員として社会性、協調性を持って活動できる能力等を指す。 

本実習ではそれぞれの実習場の特徴を生かして、学生が主体

的に実習内容を計画し実施できることを目指す。 

医療・看護の 

最前線 

日進月歩の医療において、安全で安心な質の高い医療・看護

が求められている。本科目では、現代の医療・看護における現

状と課題を理解し、最適な医療・看護のあり方、および対象者

にとっての最適な看護のあり方をオムニバス方式で学修する。 

公
衆
衛
生
看
護
学 

疫学 

疫学の概念や疫学調査法、曝露効果の指標などの基本的な統

計手法を学ぶ。また、集団を対象とした健康の問題を取り上げ、

複雑に絡み合った要因を分析する方法を学ぶ。さらに、国内外

における保健水準及び、疫学から健康を考える知識を学ぶ。 

学校保健学 

児童生徒の心身の健康を守り、育てるための学校保健活動お

よび養護教諭の役割と機能について学ぶ。学校保健計画に基づ

いて教科「保健」、保健室における個別の保健指導のあり方、保

健管理を学び、心身ともに、健康な児童生徒の育成について学

ぶ。さらに、学校保健における活動の展開を演習を通して学ぶ。 

産業保健学 

産業保健の理念、目的と現状、労働安全衛生管理の制度とシ

ステム、基本となる法律等について学ぶ。また、産業の場にお

ける健康危機管理、産業保健活動の展開方法及び看護職の役割

について演習を通して学ぶ。 
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専
門
科
目 

公
衆
衛
生
看
護
学 

公衆衛生看護学

原論 

社会の構造・機能の変化をふまえ、公衆衛生看護活動の理念に

ついて学ぶ。公衆衛生看護活動は、地域のアセスメント(地域診

断)をもとに、計画、実施、点検・評価、調整・改善によって進

められる。同時に公衆衛生看護活動の対象、活動の場、活動方

法の基本、施策化について学ぶ。さらに地域包括ケアシステム

の概念をふまえ、地域包括ケアシステムの構築や地域づくり活

動における保健師の役割を考察する。 

公衆衛生看護学

方法論Ⅰ 

地域で生活するあらゆる発達段階、健康レベルの個人と家族

およびそれらの人々が生活し活動する集団が、健康の保持増進、

健康障害の予防と回復を促進できるように、保健師が行う保健

指導について学ぶ。さらに、発達段階や健康障害の特性に応じ

た対象別の保健指導について学修する。  

公衆衛生看護学

方法論Ⅱ 

 公衆衛生看護活動の地域へのアプローチとして地区活動が

ある。地区活動は、地域の健康格差を縮小させながら、健康水

準の向上を目指し家庭訪問、健康相談、健康教育等の援助技術

を組み合わせて健康課題の解決を行う。この地区活動の方法に

ついて学修する。また、公衆衛生看護活動は、地域アセスメン

ト（地域診断）をもとに、計画、実施、評価、改善によって進

められる。この一連の過程を学修する。 

公衆衛生看護学

演習Ⅰ 

公衆衛生看護の対象としての個人・家族を対象とした公衆衛

生看護活動において用いる保健指導の技術について、基盤とな

る理論と結び付けて学ぶ。さらに乳幼児健康診査、家庭訪問を

とおして、個人・家族の保健指導に必要とされる基礎的能力を

育成する。 

公衆衛生看護学

演習Ⅱ 

地域診断に活用できる理論や方法に基づき、地域アセスメン

ト（地域診断）の技術について演習を通して具体的に学ぶ。本

科目では、実在する地域(実習市町村）の健康課題を見い出すプ

ロセスを体験的に学ぶことを通して、地域アセスメント（地域

診断）を適切に実施できる基礎的能力と技術を養う。また、政

策形成過程についても事例を用いた演習を通して学修する。 

公衆衛生看護 

管理論 

保健師は、地域住民が安全で、安心して、健やかな生活を営

めるよう、地域の人々や関係者と連携・協働して効率的・効果

的に公衆衛生看護活動を遂行する。そのために必要な公衆衛生

看護の管理的な視点や機能について学ぶ。また、健康危機管理

について事例を用いた演習を行い、健康危機管理における看護

の知識と能力を学修する。 
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専
門
科
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公
衆
衛
生
看
護
学 

公衆衛生看護学

実習Ⅰ（行政） 

地域の人々の健康の維持増進と予防を担う公衆衛生看護につ

いて、その役割および展開プロセスを理解し実践に必要な基礎

的知識と能力を養う。生活者としての個人・家族の理解と支援

技術、グループ・組織の理解と支援技術、地域の健康問題の構

造について理解し支援する技術について、実習を通して具体的

に学ぶ。さらに地域住民と、関係機関や医療・介護・福祉の多

職種と協働しながら事業化した事例の実際を学ぶ 

公衆衛生看護学

実習Ⅱ 

（学校・産業） 

分娩の生理について理解し、分娩期（産褥と胎児、新生児）

の助産診断と助産ケアに必要となる医学的知識や理論を理解

し、各期に必要な適切な助産診断や助産ケアについて学ぶ。 

また、分娩経過異常の発生予測や正常な分娩の進行の結果必

要な助産ケア、異常対応についての助産師の役割について学ぶ。 

助
産
学 

地域母子保健 

地域母子保健を推進するために必要なヘルスプロモーション

に関連した基礎的知識、地域母子保健行政について理解する。

地域の子育て支援や周産期医療推進のための地域ネットワーク

とそれに伴う地域母子保健の現状と課題を考察できる能力を習

得し、母子保健医療チームの一員として協働・連携に必要な能

力を養う。地域における子育て世代を支援する地域包括ケアに

ついて学修する。また、産後 4 か月程度までの母子のアセスメ

ントを行う能力を強化する。 

助産学概論 

助産に関連する概念や助産学を支える理論を深め、助産の対

象を生命倫理や職業倫理など母子に関わる倫理的課題を深く捉

えることができる。助産の歴史的変遷や母子保健の動向と現状

から助産師の責務と役割について学修する。 

助産診断・ 

技術学Ⅰ 

正常な経過をたどる妊産褥婦と新生児の妊娠期・産褥期・新

生児期の助産過程の展開に必要な情報を対象の身体的・心理

的・社会的・文化的側面を統合してアセスメントする能力を修

得する。統合したアセスメントから助産診断を行い、助産計画

を立案する一連の助産過程の展開を理解する。助産学実習にお

いて行う保健指導や助産ケアのための臨床判断能力修得のため

の基礎的知識を養う。 

助産診断・ 

技術学Ⅱ 

妊娠期・分娩期・産褥期の異常とハイリスク妊産褥婦および

ハイリスク新生児の病態生理・治療、母児の緊急時の具体的対

応について理解し、必要な助産ケア、正常からの逸脱や異常を

予測する臨床推論能力を養う。女性のライフステージ各期にお

ける内分泌動態と疾患、心身のケアについて学ぶ。更に、家族

形成期に直面する不妊の問題や高度生殖補助医療をはじめとす

る治療、治療を受けるにあたり生じる遺伝の問題や生殖医療を

取り巻く課題と対応について学修する。 
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専
門
科
目 

助
産
学 

助産診断・ 

技術学Ⅲ 

分娩の生理について理解し、分娩期の助産診断と助産過程に必要

となる基礎的知識を理解する。助産診断や助産過程を通して分娩各

期に必要な臨床判断能力と援助方法について学ぶ。また、正常分娩

経過からの逸脱、産科合併症への対応について学ぶ。 

助産診断・ 

技術学Ⅳ 

助産学実習Ⅱ・Ⅲで行った妊娠期・分娩期・産褥期及び新生児の

事例をもとに、ハイリスクの対象の病態生理と治療法を理解し助産

ケアの必要性と助産師の役割について学修を深める。対象の正常か

らの逸脱や異常兆候を予測し、アセスメント能力を高め臨床判断能

力を養う。また、助産業務における課題を発展的にとらえるマタニ

ティケア能力を養い、助産学に必要な知識や技術を修得する。 

助産技術学 

助産診断・技術学で学修した知識・技術を統合し、助産実践能力

の基礎的能力、および正常からの逸脱の判断と異常を予測する臨床

判断能力を養う。また周産期における健康診査と保健指導、検査方

法について学ぶ。また、分娩介助技術・出生直後の新生児管理、ハ

イリスク分娩等の援助方法、および、緊急事態（会陰の切開および

裂傷に伴う縫合、新生児蘇生、止血処置、児の異常に対する産婦・

家族への支援等）に対応する能力を修得する。 

助産管理 

助産管理の基本となる概念とマネジメントについてその理論と

プロセスを学修する。また、助産管理に必要な関連法規と助産師の

法的責任と義務について学修を深める。臨床実践に活かすための助

産業務管理における管理プロセスについて理解し、周産期医療シス

テムや医療安全の確保、災害への対応について学修し、助産学実習

Ⅱ・Ⅲに繋げることができる。 

助産学実習Ⅰ 

地域における母子保健のニーズを把握し、母子保健の課題を見出

すことで臨床判断能力を養い、対象に応じた学級活動の企画・運営

を実施し、地域包括ケアの一環として助産師としての小集団活動を

学ぶ。 

助産学実習Ⅱ 

妊娠初期・中期・後期の保健指導と援助の実際、学級活動の企画・

運営について理解する。また、産婦人科外来・病棟における助産業

務について学ぶ。 

継続事例では、分娩介助を含む妊娠中期から分娩期・産褥期・家

庭訪問・生後 1か月健診までの事例展開を行い、母子とその家族を

支援する臨床判断能力を養う。 

助産学実習Ⅲ  

母子とその家族を継続的にケアする基本的能力を養う。妊産褥婦

と胎児または、新生児に対する臨床判断能力、および、分娩介助実

践において助産診断技術を修得し、生後 4か月健診までの助産過程

の展開について学ぶ。また、助産所、診療所、産科病棟における助

産業務管理の実際を学ぶ。他職種と信頼関係を築き、協働するため

の高いコミュニケーション能力を築きながら、助産師の役割や責務

について理解を深める。 



Ⅵ 諸  規  程  集

● 豊橋創造大学学則

● 豊橋創造大学学位規程

● 豊橋創造大学単位認定に関する規程

● 豊橋創造大学大学単位認定に関する規程の取扱要領

● 豊橋創造大学試験における不正行為者の処分に関する規程

● 豊橋創造大学聴講生規程

● 豊橋創造大学科目等履修生規程

● 豊橋創造大学科目等履修生に係る学納金及び手数料に関する規程

● 豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程

● 豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程細則

● 豊橋創造大学転学部・転学科に関する要綱

● 編入学（転入学を含む）及び再入学に関する要綱

● 豊橋創造大学保健医療学部看護学科GPA制度に関する要綱

● 豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会規程

● 豊橋創造大学ハラスメント相談窓口に関する規程

● 豊橋創造大学ハラスメント調査委員会規程

● 豊橋創造大学ハラスメント防止ガイドライン





55

1 

豊橋創造大学学則 
 

制定 

平成 8年 4月 1日 

改正 

〔平成16年以前は省略〕 

平成17年 4月 1日 

平成18年 4月 1日 

平成19年 4月 1日 

平成20年 4月 1日 

平成21年 4月 1日 

平成22年 4月 1日 

平成23年 4月 1日 

平成23年 6月 1日 

平成24年 4月 1日 

平成26年 4月 1日 

平成27年 4月 1日  

平成27年 9月 2日  

平成29年 4月 1日  

平成31年 4月 1日  

2020年 3月 4日  

2022年 4月 1日  

目 次 

第１章 目的及び使命 

第２章 学部、学科、学生定員、教育目標及び修業年限 

第３章 学年、学期、授業日数及び休業日 

第４章 教育課程及び履修方法等 

第５章 入学、休学、復学、退学、除籍、留学、編入学、転入学、再入学、学科変更及び転学 

第６章 卒業及び学士号 

第７章 表彰及び懲戒 

第８章 学納金等 

第９章 教職員組織 

第１０章 教授会及び運営幹部会 

第１１章 図書館 

第１２章 公開講座 

第１３章 科目等履修生及び聴講生 

第１４章 特別聴講学生 

第１５章 委託生及び外国人留学生 

第１６章 健康・相談センター 

第１７章 自己評価等 

 

第１章 目的及び使命 

第１条 豊橋創造大学（以下「本学」という）は、教育基本法及び学校教育法に則り、文化の向上を目指し

創造性豊かで人間味あふれる人格の形成と、専門的職能教育を施すことを目的とし、広く国際的視野をも

って人類の福祉に貢献する社会人の育成をその使命とする。 

第２章 学部、学科、学生定員、教育目標及び修業年限 

第２条 本学には、次の学部を置く。 

  経営学部 

  保健医療学部 

２ 前項の学部に置く学科は、次のとおりとする。 

  経営学部 

    経営学科 
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  保健医療学部 

    理学療法学科 

    看護学科 

第３条 本学の学生定員は、次のとおりとする。 

(1) 総定員（収容定員） 

  経営学部 

    経営学科    208名 

  保健医療学部 

    理学療法学科 240名 

    看護学科    360名 

(2) 入学定員 

  経営学部 

    経営学科     50名 

  保健医療学部 

    理学療法学科  60名 

    看護学科     90名 

(3) 3年次編入学定員 

  経営学部 

    経営学科     4名 

２ 各学科の教育目標は、以下のとおりとする。 

(1) 経営学部 経営学科 

  生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を涵養し経営学

と情報学の専門知識とスキルを持つ専門的職業人の育成を目標とする 

(2) 保健医療学部 理学療法学科 

  医療・福祉の向上に寄与するために、幅広い教養と倫理観を身につけて、深い専門的知識と高い

技術を持ち、生涯にわたり能力の向上を自発的に行うことができ、他の人格を尊重できる理学療法

士を育成することを目標とする 

(3) 保健医療学部 看護学科 

  生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、保健医療福祉領域にお

ける看護学の役割と機能を理解し、地域社会に貢献できる専門看護職者の育成を目標とする 

第４条 本学の修学年限は、4年とする。ただし、学生は休学期間を除き、8年を超えて在学をすることはで

きない。 

第３章 学年、学期、授業日数及び休業日 

第５条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

第６条 学年を分けて次の2期とする。 

  春学期  4月1日から   9月15日まで 

  秋学期  9月16日から翌年 3月31日まで 

第７条 年間の授業日数は、定期試験等の期間を含め35週にわたるものとする。 

第８条 休業日は、次のとおり定める。 

  日曜日 

  国民の祝日に関する法律に規定する祝日 

  春期休業  2月下旬から   3月下旬まで 

  夏期休業  7月21日から   9月15日まで 

  冬期休業  12月25日から翌年 1月10日まで 

２ 休業日については、必要に応じて学長が教授会の議を経て変更することができる。 

３ 上記の外に必要に応じて臨時休業を行うことができる。 

第４章 教育課程及び履修方法等 

第９条 本学において開設する授業科目及び単位数は別表1-１、別表1-2及び別表1-3のとおりとする。 

２ 第1項の授業科目を履修したものには、試験等の大学の定める方法により、学修の成果を評価して単位を

与える。 

３ 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準

とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準に
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より計算するものとする。 

(1) 講義については15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30

時間の授業をもって1単位とする。 

(2) 演習については30時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については15

時間の授業をもって1単位とする。 

(3) 実験、実習及び実技については45時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目

については30時間の授業をもって1単位とする。 

(4) 卒業研究における成果に対しても、その成果を評価して単位を与えることができる。 

第１０条 学生は履修しようとする授業科目を学期の初めの所定の期間内に届け出なければならない。 

２ 授業科目の履修方法は、別に定める。 

第１１条 授業科目の試験等の成績は、秀・優・良・可・不可の5種の評価をもって表し、秀・優・良・可を

合格とする。 

第１２条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した

単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項に関する取扱については、別に定める。 

第１３条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業

科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得した単位として、認定す

ることができる。 

２ 前項に関する取扱については、別に定める。 

第５章 入学、休学、復学、退学、除籍、留学、編入学、転入学、再入学、学科変更及び転学 

第１４条 入学の時期は、学期の初めとする。 

第１５条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校を卒業した者（卒業見込者を含む） 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者。又はこれに準ずる者で文部科学大臣の

指定した者 

(4) 文部科学大臣の指定した者 

(5) 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 

(6) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者 

(7) その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

第１６条 入学志願者は、所定の入学願書に別表2-1、別表2-2及び別表2-3の入学検定料を添え、定められた

期日までに願い出なければならない。 

第１７条 入学を志願した者については、本学において選考のうえ、入学を許可する。 

２ 選考の方法は、別に定める。 

第１８条 入学を許可された者は、別に定めるところにより、入学金等を添えて入学の手続きをしなければ

ならない。誓約書には、保証人の連署を必要とする 

第１９条 入学を許可された者が指定の期日までに入学に必要な手続きを完了しないときは、入学の許可を

取り消すものとする。 

第２０条 保証人は成人であって、独立の生計を営む者で、本人の在学中の一切のことについて責任を負う

ことのできる者とし、その責任の詳細については別に定めるものとする。 

第２１条 病気、その他の事由のため3か月以上修学を中止しようとする者は、その事由を付して保証人連署

のうえ休学を願い出て、学長の許可を得なければならない。ただし、病気の場合は、医師の診断書を添付

しなければならない。 

第２２条 特殊な病気のため長期の療養を必要と認めた場合、学長は休学を命じることができる。 

第２３条 休学していた者が復学しようとする場合は、保証人連署のうえ願い出て学長の許可を得なければ

ならない。ただし、病気のため休学していた者が復学しようとする場合は、修学に支障のない旨の医師の

診断書を添付しなければならない。 

第２４条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、1年を限度として休学期間の延

長を認めることができる。なお、入学後最初の学期は原則として休学することができない。 

２ 休学期間は、通算して4年を超えることができない。 

３ 休学期間は、在学期間に算入しない。 

第２５条 外国の大学等へ留学を志願する場合には、保証人連署のうえ願い出て学長の許可を得なければな

らない。 
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２ 留学の期間は、2年を限度とする。 

３ 前項の留学期間は、1年を限度として本学の修業年限に算入することができる。 

４ 留学中の学納金等は、別に定めるところによる。 

第２６条 やむを得ない事由により退学しようとする者は、保証人連署のうえ願い出て、学長の許可を得な

ければならない。 

第２７条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍することができる。 

(1) 第4条に定める在学年限を超えた者 

(2) 第24条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

(3) 指定の期日内に学納金を納入しない者 

(4) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

第２８条 本学に編入学、転入学、再入学又は学科変更を願い出る者があるときは、教授会の議を経て学長

は許可することができる。 

第２９条 他の学校に入学又は転入学しようとする者は、学長に願い出て許可を得なければならない。 

第６章 卒業及び学士号 

第３０条 本学を卒業するためには、学生は4年以上在学し、別表1-1、別表1-2及び別表1-3に定めるところ

により、所定の単位数以上を修得しなければならない。 

２ 本学に4年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、

学長が卒業を認定する。 

第３１条 前条により卒業した者は、学士の学位を授与する。 

第７章 表彰及び懲戒 

第３２条 学生に善行があって、全学の模範とするにたる者がある場合には、教授会の議を経て、学長がこ

れを表彰することができる。 

第３３条 学生が学則に反し、又は本学の秩序を乱し、その他学生の本分にもとる行為をした者は、学生委

員会で審議し、教授会の議を経て、学長がこれを懲戒する。 

２ 前項の懲戒は、次のとおりとする。 

(1) 戒告 

(2) 停学 

(3) 退学 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

第８章 学納金等 

第３４条 学納金及び手数料は、別表2-1、別表2-2及び別表2-3に定めるとおりとする。 

第３５条 学納金は、年2期に分けて指定期日までに分納することを原則とする。 

第３６条 大学で定める費用は、指定期日までに納入しなければならない。 

第３７条 一旦納入した学納金は原則として返還しない。ただし、入学試験区分によって特に指定した日ま

でに取り消し願い出書を提出した者については、納入した学納金のうちから事情により授業料及び教育充

実費を返還することができる。 

第３８条 前4条に定めるもののほか、学納金等納付金の納入に関し必要な事項は、別に定める。 

第９章 教職員組織 

第３９条 本学に次の職員を置く。 

  学長 

  教授 

  准教授 

  助教 

  助手 

  事務職員 
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第３９条の２ 前条のほか、本学に副学長、学部長、学科長、講師、技術職員、その他必要な職員を置くこ

とができる。 

第４０条 職員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 学長は、校務をつかさどり所属職員を統督する 

(2) 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる 

(3) 学部長は、学部に関する校務をつかさどる 

(4) 学科長は、学科に関する校務をつかさどる 

(5) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上特に優れた知識、能力及び実績を有する

者であって、学生を教授し、その研究を指導し又は研究に従事する 

(6) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上特に優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し又は研究に従事する 

(7) 講師は、教授及び准教授に準ずる職務に従事する 

(8) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上特に優れた知識、能力及び実績を有する

者であって、学生を教授し、その研究を指導し又は研究に従事する 

(9) 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する 

(10) 事務職員は、学校事務を処理する 

第１０章 教授会及び運営幹部会 

第４１条 各学科に教授会を置く。 

２ 本学に運営幹部会を置く。 

第４２条 教授会は、学長、副学長、教授、准教授、専任講師及び助教をもって組織する。ただし、必要の

ある場合は、その他の教職員を加えることができる。 

２ 運営幹部会は、理事長、学長、副学長、学部長、学科長、教務委員長、学生委員長、図書委員長、事務

局長をもって組織する。 

第４３条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及

び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。  

３ 運営幹部会は次の事項を審議する。 

(1) 学則その他必要な規程の制定改廃に関する事項 

(2) 教育、研究、学生指導に関する大学としての基本方針に関する事項 

(3) 主要な大学行事に関する事項 

(4) 主要な施設等の新設・改廃に関する事項 

(5) 豊橋創造大学短期大学部と共有する施設の運営や共同で実施する行事に関する事項 

(6) その他大学全般に関わる重要な事項 

第４４条 教授会の会議は、学長が招集し、その議長となる。 

２ 運営幹部会の会議は、学長が招集し、その議長となる。 

第４５条 教授会の議事は、出席者の過半数によりこれを決定する。 

２ 運営幹部会の議事は、出席者の過半数によりこれを決定する。 

３ その他教授会及び運営幹部会に関し必要な事項は別に定める。 

第１１章 図書館 

第４６条 本学に附属図書館を置き、教職員、学生の自由な研究に資することとする。 

２ 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。 

第１１章の２ 研究所  

第４６条の２ 本学に研究所を置くことができる。 

２ 研究所に関し必要な事項は、別に定める。  

第11章の３ 高度リハビリテーション人材育成センター  

第４６条の３ 本学に高度リハビリテーション人材育成センターを置き、理学療法教育の質的向上に資する

こととする。  



60

6 

２ 高度リハビリテーション人材育成センターに関し必要な事項は、別に定める。  

第１２章 公開講座 

第４７条 本学は、社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、教授会の議を経て、公開講座を開設す

ることができる。 

第１３章 科目等履修生及び聴講生 

第４８条 本学の授業科目中その1科目又は数科目の履修を志願する者がある時は、学生の修学を妨げない限

り、選考のうえ、科目等履修生又は聴講生として入学を許可することがある。 

第４９条 科目等履修生の入学志願資格、選考方法及び学納金及び手数料については、別に定める。 

第４９条の２ 聴講生について必要な事項は、別に定める。 

第１４章 特別聴講学生 

第５０条 他大学等（外国の大学等を含む。）の学生で本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、

当該大学等との協定等に基づき、特別聴講学生として入学を許可する。 

２ 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。 

第１５章 委託生及び外国人留学生 

第５１条 公共団体等が、半期以上の在学期間とし、学修科目を指定して学生委託を願い出たときは、選考

のうえ、委託生として入学を許可することがある。願い出には、所定の検定料を添えなければならない。 

第５２条 委託生の入学志願資格、選考方法及び学納金及び手数料については、別に定める。 

第５３条 外国人で本学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるとき

は、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

第１６章 健康・相談センター 

第５４条 本学に健康・相談センターを置き、学生及び職員の健康保持、健康増進に資することとする。 

２ 健康・相談センターに関し必要な事項は、別に定める。 

第５５条 学生及び職員は健康保持のため毎年定期に行う健康診断を受け、病気の予防と健康の増進に努め

なければならない。 

第１７章 自己評価等 

第５６条 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及びその社会的使命を達成するため、教育研究

活動の状況について、自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に専門委員会を設置する。 

附則 

１ この学則は、平成8年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成14年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

  

学部 

平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

経営情報 260 260 260 520 260 780 260 1040 180 960 

年度 

  

学部 

平成13年度 平成14年度 

 
入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

経営情報 180 880 180 800 
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附則 

１ この学則は、平成12年4月1日から施行し、改正後の別表1、別表2は平成12年度入学生から適用する。た

だし、平成11年度以前の入学生については、旧教育課程にない新設科目について、別に定める表に基づき、

これを適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数表等を別に定め、これによって履修を行う。 

３ 第3条に規定する学生定員は、平成16年度までの間は次のとおりとする 

 

年度 

  

学部 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

経営情報 260 1,040 260 1,040 260 1,040 260 1,040 260 1,040 

 

附則 

１ この学則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の別表1、別表2は平成14年度入学生から適用する。た

だし、平成13年度以前の入学生については、旧教育課程にない新設科目について、別に定める表に基づき、

これを適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数表等を別に定め、これによって履修を行う。 

３ 第3条に規定する学生定員は、平成17年度までの間は次のとおりとする。 

 

年度 

  

学科 

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

経営情報 130 910 130 780 130 650 130 520 

メディア・ネット

ワーク 
130 130 130 260 130 390 130 520 

 

附則 

１ この学則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成14年度以前の入学生については、別表1のうち、

入学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数表等を別に定め、これによって履修を行なう。 

附則 

１ この学則は、平成15年7月1日から施行する。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数表等を別に定め、これによって履修を行う。 

３ 第3条に規定する学生定員は、平成19年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

  

学科 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

経営情報  50 570  50 360  50 280  50 200 

メディア・ネット

ワーク 
130 390 130 520 130 520 130 520 

 

附則 

１ この学則は平成16年4月1日から施行する。ただし平成15年度以前の入学生については、別表1のうち、入

学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。 

３ 第3条に規定する学生定員は、平成19年度までの間は次のとおりとする。 
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年度 

  

  

学科 

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

入学

定員 

総定

員 

経営情報 130 910 130 780 68 592 68 404 68 342 68 280 

メディア・

ネットワー

ク 

130 130 130 260 68 332 68 404 68 342 68 280 

 

附則 

１ この学則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成16年度以前の入学生については、別表1のうち、

入学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。 

附則 

１ この学則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成17年度以前の入学生については、別表1のうち、

入学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。 

３ 経営情報学部経営情報学科及びメディア・ネットワーク学科は平成18年度より募集を停止し、在学生の

卒業を持って廃止する。ただし、平成17年度以前の経営情報学部経営情報学科及びメディア・ネットワー

ク学科入学生については、従前の例による。 

４ 第3条に規定する学生定員は、平成21年度までの間は次のとおりとする。 

 

年度 

  

学部学科 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

経営情報学経営

情報学科 
  0 274   0 144   0  72 - - 

経営情報学部メ

ディア・ネットワ

ーク学科 

  0 274   0 144   0  72 - - 

情報ビジネス学

部キャリアデザ

イン学科 

136 136 136 272 136 416 136 560 

リハビリテーシ

ョン学部理学療

法学科 

 60  60  60 120  60 180  60 240 

附則 

１ この学則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成18年度以前の入学生については、別表1のうち、

入学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。 

附則 

１ この学則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成19年度以前の入学生については、別表1のうち、

入学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。 

３ 別表2 学納金及び手数料内訳表については、平成20年度入学生から適用する。 

附則 
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１ この学則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成20年度以前の入学生については、従前の入学

年度の学則を適用し、改正後の別表1の新設科目も適用できるものとする。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。 

３ 第3条に規定する学生定員は、平成24年度までの間は次のとおりとする。 

 

年度 

学部学科 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

情報ビジネス学

部キャリアデザ

イン学科 

76 500 76 440 76 380 76 320 

保健医療学部理

学療法学科 
60 240 60 240 60 240 60 240 

保健医療学部看

護学科 
80  80 80 160 80 240 80 320 

 

附則 

１ この学則は、平成22年4月1日から施行する。 

２ 履修の細則については、卒業所要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。 

附則 

１ この学則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表１ 情報ビジネス学部の開設する授業科目、

単位数及び卒業要件のうち、プロジェクトマネジメント、プロジェクト演習は、平成23年度以前の入学生

についても適用する。 

附則 

１ この学則は、平成23年6月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成23年度以前の入学生については、なお従前の

入学年度の学則を適用する。 

２ 第３条に規定する学生定員は、平成27年度までの間は次のとおりとする。 

 

年度 

  

学部学科 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

情報ビジネス学

部キャリアデザ

イン学科 

 0 244  0 168  0  84  0  0 

経営学部経営学

科 
76  76 76 152 76 236 76 320 

保健医療学部理

学療法学科 
60 240 60 240 60 240 60 240 

保健医療学部看

護学科 
80  80 80 160 80 240 80 320 

附則 

１ この学則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日以前に入学した学生（保健医療学

部理学療法学科の学生については平成25年3月31日以前に入学した学生）については、従前の学則を適用す

る。 
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    附則  

１ この学則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表１保健医療学部理学療法学科の開設する授業

科目、単位数及び卒業要件のうち、入学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。  

    附則  

１ この学則は、平成27年9月2日から施行する。 

    附則  

１ この学則は、平成29年4月1日から施行する。  

２ 第３条に規定する学生定員は、平成32年度までの間は次のとおりとする。 

 

        

年度 

学部学科 

     平成29年度 
      平成30年

度 

      平成31年

度 
     平成32年度 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

入学定

員 
総定員 

経営学部 

経営学科 
50 290 50 260 50 234 50 208 

保健医療学部 

理学療法学科 
60 240 60 240 60 240 60 240 

保健医療学部   

看護学科 
90 330 90 340 90 350 90 360 

 

  

 

  

別表１－１．開設する授業科目及び単位数、卒業要件 保健医療学部理学療法学科   

別表１－２．開設する授業科目及び単位数、卒業要件 保健医療学部看護学科  

別表１－３．開設する授業科目及び単位数、卒業要件 経営学部経営学科  

  

別表２－１ 学納金及び手数料内訳表 保健医療学部理学療法学科 

 

学納金項目 

保健医療学部 理学療法学科 

入学手続き

時 
1年次入学後 2年生 3年生 4年生 

入学金 300,000円         

授業料 400,000円 400,000円   800,000円   800,000円   800,000円 

教育充実費 250,000円 250,000円   500,000円   500,000円   500,000円 

実験実習費   205,000円   205,000円   205,000円   205,000円 

合計 950,000円 855,000円 1,505,000円 1,505,000円 1,505,000円 

入学検定料  35,000円   

 

 

 

 

 

 

 



65

11 

別表２－２ 学納金及び手数料内訳表 保健医療学部看護学科 

学納金項目 
保健医療学部 看護学科 

入学手続き時 1年次入学後 2年生 3年生 4年生 

入学金 300,000円         

授業料 400,000円 400,000円   800,000円   800,000円   800,000円 

教育充実費 250,000円 250,000円   500,000円   500,000円   500,000円 

実験実習費   205,000円   205,000円   205,000円   205,000円 

合計 950,000円 855,000円 1,505,000円 1,505,000円 1,505,000円 

入学検定料  35,000円   

 

別表２－３ 学納金及び手数料内訳表 経営学部経営学科  

学納金項目 

経営学部 経営学科 

入学 

手続き時 

１年次 

入学後 
２年生 ３年生 ４年生 

入 学 金 180,000         

授 業 料 340,000 340,000 680,000 680,000 650,000 

教育充実費 150,000 150,000 300,000 300,000 300,000 

実験実習費   55,000 55,000 55,000 55,000 

合   計 670,000 545,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 

入学検定料 35,000         

附則  
１ この学則は、平成31年4月1日から施行する。 
２ 第３４条の規定に基づく別表２－１、別表２－２及び別表２－３の適用において、平成31（2019)年度以
前に入学した学生については、なお従前の例による。 

附則  
１ この学則は、2020年4月1日から施行する。 

附則  
１ この学則は、2022年4月1日から施行する。 
  

別表２－１ 学納金及び手数料内訳表 保健医療学部理学療法学科  

学納金項目 

保健医療学部理学療法学科 

入学 

手続き時 

1年次 

入学後 
2年生 3年生 4年生 

入学金 300,000円         

授業料 400,000円 400,000円 800,000円 800,000円 800,000円 

教育充実費 260,000円 260,000円 520,000円 520,000円 520,000円 

実験実習費  210,000円 210,000円 210,000円 210,000円 

合計 960,000円 870,000円 1,530,000円 1,530,000円 1,530,000円 
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 入学検定料    35,000円  

  

別表２－２ 学納金及び手数料内訳表 保健医療学部看護学科  

 

学納金項目 

保健医療学部看護学科 

入学 

手続き時 

1年次 

入学後 
2年生 3年生 4年生 

入学金 300,000円         

授業料 400,000円 400,000円 800,000円 800,000円 800,000円 

教育充実費 260,000円 260,000円 520,000円 520,000円 520,000円 

実験実習費  210,000円 210,000円 210,000円 210,000円 

合計 960,000円 870,000円 
1,530,000

円 

1,530,000

円 

1,530,000

円 

 

 入学検定料   35,000円 

  

別表２－３ 学納金及び手数料内訳表 経営学部経営学科  

 

学納金項目 

経営学部経営学科 

入学 

手続き時 

1年次 

入学後 
2年生 3年生 4年生 

入学金 180,000円         

授業料 340,000円 340,000円 680,000円 680,000円 680,000円 

教育充実費 160,000円 160,000円 320,000円 320,000円 320,000円 

実験実習費  60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 

合計 680,000円 560,000円 
1,060,000

円 

1,060,000

円 

1,060,000

円 

 

 入学検定料    35,000円  
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豊橋創造大学学位規程 

 
制定 

  

平成11年 4月 1日 

改正 

平成12年 4月 1日 

平成14年10月 1日 

平成18年 9月 1日 

平成19年 4月 1日 

平成22年 4月 1日 

平成25年 4月 1日 

2019年11月 1日  

2022年 4月 1日  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、豊橋創造大学及び豊橋創造大学大学院学則の定めるところにより豊橋創造大学（以下

「本学」という。）において授与する学位に関し、必要な事項を定める。 

２ この規程に定めのない事項については、学士については教授会、修士については研究科委員会の定める

ところによる。 

（学位の種類） 

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士とする。 

（専攻分野の名称） 

第３条 前条の学位には、以下の専攻分野の名称を付記するものとする。 

(1) 学士の学位に付記する専攻分野の名称 

  学士（情報ビジネス学） 

  学士（理学療法学） 

  学士（看護学） 

  学士（経営学）  

(2) 修士の学位に付記する専攻分野の名称 

  修士（健康科学） 

（学位の名称） 

第４条 本学から学位を授与された者は、学位の名称を付記する場合には、豊橋創造大学の名称を付記しな

ければならない。 

第２章 学士の学位 

（学位授与の要件） 

第５条 学士の学位は本大学において卒業を認定された者に授与する。 

２ 本学に4年以上在学し、所定の単位を修得した者については、教授会の議を経て学長が卒業を認定し、学

位記（様式第1）を授与する。 

第３章 修士の学位 

（学位授与の条件） 

第６条 修士の学位は、本学の大学院学則第21条の修士課程の修了要件を充たした者に授与する。 

（学位論文の提出） 

第７条 修士の学位論文は、1年次に「修士論文題目報告書」（健康科学研究科：様式第3-2）を提出した後、

2年次以上の所定の時期に（健康科学研究科：様式第4-2）及び論文の要旨を添えて、研究科委員会に提出

するものとする。 

２ 前項による学位論文は1編とし、正本1部を含む3部を提出するものとする。 

（審査委員会） 

第８条 研究科委員会は前条により学位論文を受理した場合には研究科委員会により選出された研究科所属
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教員3名以上からなる審査委員会を設けるものとする。 

２ 審査委員会は、審査のため必要を認める場合には研究科委員会の議を経て審査委員以外の本学教員ある

いは他の大学院の教員、又は大学院有資格教員を審査委員に加えることができる。 

３ 審査委員のうち1名は主査となり、他は副査となる。なお、主査は教授でなければならない。 

（審査の方法） 

第９条 審査委員会は論文の審査及び最終試験を行う。 

２ 最終試験は、提出論文を中心として口述又は筆記によって行うものとする。 

３ 審査委員会は、その在学期間中に学位論文の審査及び最終試験を終了しなければならない。 

（審査及び学位授与の決定） 

第１０条 審査委員会は、学位論文の審査結果及び最終試験の結果を研究科委員会に報告する。 

２ 研究科委員会は、前項の報告にもとづき、学位授与の可否を審議して学長に報告する。なお、学位授与

を行うには、研究科委員会構成員の3分の2以上が出席し、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 

３ 学長は研究科委員会の報告に基づき、学位授与の可否を決定し、学位を授与すべき者には、学位記（様

式第2）を授与する。 

第４章 学位の取消・その他 

（修士の学位の取消） 

第１１条 修士の学位を授与された者が、次の各号の一に該当する場合には、学長は研究科委員会の議を経

て学位の授与を取消し、学位記を返還させ、かつその旨を公表するものとする。 

(1) 不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき 

(2) 名誉を汚す行為があったとき 

第１２条 この規程の定めるところにより審査をし、修士の学位を授与した学位論文の原本は、本学図書館

に保存するものとする。 

（学位記の再交付） 

第１３条 学位記の再交付はしない。 

（その他） 

第１４条 この規程の改廃は、学士については教授会、修士については研究科委員会の議を経て行う。 

附則 

  この規程は、平成11年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成12年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成14年10月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成17年12月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成18年9月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成19年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成22年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 

  この規程は、２０１９年１１月１日から施行する。  

附則  

   この規程は、2022年4月1日から施行する。 
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様式第1	（第5条第2項による授与する学位記の様式）

第　　号

学 位 記

氏　　　名

年　月　日生

本学　	○	　○	　学部	　○	　○	　学科

所定の課程を修め本学を卒業したので学士

（　	○　	○　	）の学位を授与する

年　月　日

豊橋創造大学

学長　○○○○
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様式第2　	（第10条第3項による授与する学位記の様式）

第　　号

学 位 記

氏　　　名

年　月　日生

本学大学院　○　	○	　学研究科 	○ 	○

専攻の修士課程において所定の単位を修得

し、学位論文の審査及び最終試験に合格し

たので修士（　○　	○　）の学位を授与

する

年　月　日

豊橋創造大学

学長　○○○○
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様式第3-2　	（健康科学研究科）修士論文題目報告書

修士論文題目報告書

年　	月	　日

豊橋創造大学大学院

○○○○研究科長

○○○○○研究科

学籍番号

氏　名	 印

修士論文題目

指導教授名	 印

研究科長

印

※提出の際には、事前に指導教授の承認を得ること。

様式第3-2		（健康科学研究科）
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様式第4-2　	（健康科学研究科）第7条による学位授与申請書（修士）

学　位　授　与　申　請　書
年　　月　　日

豊橋創造大学大学院
〇〇〇〇〇研究科長

〇〇〇〇〇研究科

〇〇〇〇〇専攻

学籍番号

氏　　名　　　　　　印

　豊橋創造大学学位規定第７条の規定に基づき、下記のとおり修士（〇〇〇
〇〇）の学位を申請いたします。

論 文 題 目

指 導 教 授 名 印
論文	 ３部（正１部含む）

論文要旨	 ４部

生 年 月 日 年　月　日 年度入学　　　　年在学

指導教授記入欄 副 査 名

※太枠内は、本人が記入すること。

研究科長

印

※提出の際には、事前に指導教授の承認を得ること。

※提出の際には、 単位修得見込証明書を添付すること。

様式第 4-2	（健康科学研究科）

第７条による学位授与申請書（修士）
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豊橋創造大学単位認定に関する規程 

 
制定  

平成15年 3月 1日  

改正  

平成18年 4月 1日  

平成20年 4月 1日 

平成25年 4月 1日 

 

（目的） 

第１条 豊橋創造大学学則第12条、第13条及び第28条に基づく単位の認定については、この規程の定めると

ころによる。 

２ 単位の認定は、教務委員会で原案を作成し、教授会の議を経て学長が認定する。 

（1年次に入学した者の既修得単位の認定） 

第２条 本学に入学を許可された者が、次の各号に該当する単位を有する場合、本学における授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。 

(1) 国内の大学、短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学1年次に入学した者が当該大学・短期大

学で履修した授業科目について修得した単位 

(2) 大学設置基準第31条に規定する科目等履修生として修得した単位 

２ 前項の規定により認定できる単位は本学で開設する授業科目と同一名称又は内容に類似性が認められる

科目に限り、30単位を上限に認定し、成績評価は「認定」とする。 

（編入学生の既修得単位の認定） 

第３条 編入学生が本学に入学する前に修得した単位について、本学における授業の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

２ 前項の規定により認定できる単位は62単位を上限に包括認定し、成績評価は「認定」とする。 

３ 豊橋創造大学短期大学部からの編入学生については、前項のほか、次の各号の単位を認定することがで

きる。また、包括認定の中に次の各号の単位が含まれている場合は、各号の単位を除き、その他の科目の

単位を包括認定し、成績評価は「認定」とする。 

(1) 短期大学部と本学の共通開講科目。成績評価は既得のままとする。 

(2) 短期大学部の科目で本学の科目に読み替えが可能な科目。成績評価は「認定」とする。 

(3) 短期大学部において自由科目として履修した本学の科目。成績評価は「認定」とする。 

４ 単位互換協定等における既修得単位は、第２項のほか、第５条により認定することができる。 

（再入学生の単位の認定） 

第４条 再入学生が再入学以前に本学において修得した単位について、再入学した学年の学生と同様の教育

課程の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により認定できる単位は、共通名称の同一科目については全て認定し、その成績評価は既得

のままとする。また、その他の科目については「基礎教育科目」、「専門教育科目」の科目区分ごとに包

括認定し、成績評価は「認定」とする。 

（単位互換協定等における他大学・短期大学の修得単位の認定） 

第５条 本学が協定する又は認定する大学若しくは短期大学（外国の大学を含む）で履修する単位について

は、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により認定できる単位は、「基礎教育科目・他大学開講科目」として上限10単位、「専門教

育科目・他大学開講科目」として上限20単位、合計30単位を上限とし、成績評価をつけることができる。 

３ 前項の規定により認定できる単位数は、第2条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と

あわせて60単位を超えないものとする。 

（転学部学生の既修得単位の認定） 

第６条 転学部学生の変更前に修得した単位については、変更後の学部の授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

２ 前項の規定により認定できる単位数等は、各学部において定める。 

（転学科学生の既修得単位の認定） 

第７条 転学科学生の変更前に修得した単位については、変更後の学科の授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

２ 前項の規定により認定できる単位は、共通開講科目については全て認定し、その成績評価は既得のまま

とする。また、その他の科目は「基礎教育科目」、「専門教育科目」の科目区分ごとに包括認定し、成績

評価は「認定」とする。 
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３ 変更する年次によっては、変更先の履修科目の関係上、4年間（最低在学期間）では卒業できない場合が

ある。 

（補則） 

第８条 この規程の運用に必要な事項は、別に定めることができる。 

附則 

  この規程は、平成15年3月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成２０年４月１日から施行する。なお、条文中の「共通開講科目」とは、共通名称とは

限らないが同一内容を同一時間帯･同一教室で開講している科目、又は科目名に含まれる数字の表記につい

て算用数字とローマ数字の違い以外は同一名称である科目などを共通開講科目と呼び、別表で定めること

とする。 

附則  

  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。なお、条文中の「共通開講科目」とは、共通名称とは

限らないが同一内容を同一時間帯･同一教室で開講している科目、又は科目名に含まれる数字の表記につい

て算用数字とローマ数字の違い以外は同一名称である科目などを共通開講科目と呼び、別表で定めること

とする。 
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豊橋創造大学 単位認定に関する規程の取扱要領 
 

平成２０年４月１日制定 

平成２５年４月１日改正 

２０２３年４月１日改正 

 

（単位認定の申請） 

第１条 単位認定に関する規程に基づく単位認定については、全て本人からの申請に基づき取り

扱うものとする。 

（単位認定申請の受付期間） 

第２条 本学に入学する以前に修得した単位の認定に係る申請受付期間は下記のとおりとする。 

（１）春学期入学者・・・入学年の６月３０日 

（２）秋学期入学者・・・入学年の１２月２７日 

   ただし、受付期間終了日が事務局休業日の場合は、休業日後最初の事務局開業日とする。 

（編入学生の単位認定について） 

第２条 本学編入学生の単位認定については、本大学に編入学する前に修得した単位のうち６２

単位（「基礎教育科目」３０単位、「専門教育科目」３２単位）を上限として包括認定する。 

  ２ その他に出身短期大学等で履修した授業科目の科目名と内容が本学開講科目と類似して

いる場合には、その単位を本学の科目として認定することができる。自己申請（書類提出）

された科目内容を精査した結果に基づき単位を認定する。自己申請により認定できる単位

数は、出身短期大学等で履修した単位数から６２単位を差し引いた単位数を上限とする。 

（豊橋創造大学短期大学部からの編入学生の単位認定について） 

第３条 本学への豊橋創造大学短期大学部からの編入学生の単位認定については、第３条第１項

の規定のほか、自己申請（書類提出）により次の各号の単位を認定する。また、包括認定

６２単位の中に次の各号の単位が含まれている場合は、各号の単位を除き、その他の科目

の単位を包括認定することとし、成績評価は「認定」とする。 

（１）短期大学部と本学の共通開講科目。成績評価は既得のままとする。 

（２）短期大学部の科目で本学の科目に読み替えが可能な科目（別表）。成績評価は「認定」

とする。 

（３）短期大学部において単位互換科目として履修した本学の科目。成績評価は既得のま

まとする。 

（４）短期大学部において自由科目として履修した本学の科目。成績評価は「認定」とす

る。 

（編入学生の履修について） 

第４条 経営学部の編入学生（３年次編入）の履修については次のとおりとする。卒業要件を充

たす履修科目のうち、必修及び選択必修科目は専門教育科目（１）～（９）の４６単位と

する。また、選択科目については専門教育科目の中から区分を問わず２２単位以上を履修

する。 

   ただし、本学短期大学部からの編入学生の場合で第４条の規程に基づき認定された科目は、

必修科目であっても、既修得単位であるとする。 

（１）キャリア形成科目「国語表現法」、「キャリア開発１」、「キャリア開発２」の３科目

６単位・・・必修 

（２）基礎科目共通科目「コンピュータリテラシ１」、「コンピュータリテラシ２」の２科

目２単位・・・必修 
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（３）基礎科目経営学科目「経済学入門」、「マーケティング入門」の２科目４単位・・・必修 

（４）基礎科目会計・財務科目「簿記入門１」、「会計学入門」の２科目４単位・・・必修 

（５）基礎科目情報コミュニケーション技術科目「ＩＣＴ応用」、「経営システム入門」の

２科目４単位・・・必修 

（６）プロジェクト科目「プロジェクト実習１」、「プロジェクト実習２」の２科目２単位・・・

必修 

（７）基幹科目経営学科目「経営管理論」の１科目２単位・・・必修 

（８）展開科目の中から１４単位・・・選択必修 

（９）専門ゼミナール８単位・・・必修 

（転学部者の単位認定） 

第６条 転学部者の単位認定については、別に定める。 

（転学部者の履修について） 

第７条 転学部者の履修については、別に定める。 

（その他） 

第８条 次の各号の一に該当する科目を受講した場合、単位認定及び成績評価は行なわない。 

ただし、授業科目の受講の結果を示すため、成績通知書等に「履」と表すことができる。 

（１）豊橋創造大学の他学科の授業科目 

（２）豊橋創造大学短期大学部の授業科目のうち、単位互換科目ではない授業科目 

（３）正規の教育課程ではない補習的な科目 

（４）その他学長が特に認めた科目 

 

附則  この取扱要領は平成２０年４月１日から施行する。なお、条文中の「共通開講科目」と

は、科目名に含まれる数字の表記について算用数字とローマ数字の違いはあっても、それ

らの科目を共通開講科目とみなすこととする。 

附則  この取扱要領は平成２５年４月１日から施行する。なお、条文中の「共通開講科目」と

は、科目名に含まれる数字の表記について算用数字とローマ数字の違いはあっても、それ

らの科目を共通開講科目とみなすこととする。 

附則  この取扱要領は２０２３年４月１日から施行する。なお、条文中の「共通開講科目」と

は、科目名に含まれる数字の表記について算用数字とローマ数字の違いはあっても、それ

らの科目を共通開講科目とみなすこととする。 

 

【別表】 

◆豊橋創造大学短期大学部からの編入学生の単位認定 

 自己申請により単位認定できる科目〔経営学部〕 

短期大学部科目名 単位数  経営学部科目名 単位数 

商業簿記Ⅰ 4 → 簿記入門 1 2 

商業簿記Ⅱ 4 → 簿記入門 2 2 

工業簿記 2 → 工業簿記（上級）１ 2 

マーケティング 2 → マーケティング入門 2 

流通論 2 → 流通論 2 

パソコン演習Ⅰ 2 → コンピュータリテラシ 1 １ 

パソコン演習Ⅱ 2 → コンピュータリテラシ 2 １ 
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豊橋創造大学試験における不正行為者の処分に関する規程 

 
制定  

平成21年 4月 1日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、豊橋創造大学学則第33条に基づき、試験における不正行為者の処分について必要な事

項を定める。 

（試験の定義） 

第２条 試験とは定期試験、追試験、再試験をいう。 

（適用） 

第３条 この規程は、教育的見地から学生を適正に指導する目的を達成するように適用する。 

（処分と手順） 

第４条 不正行為が発覚した場合の手順は別に定め、不正行為者の処分は、教務委員会が原案を作成し、教

授会の審議を経て学長が行う。 

（不正行為） 

第５条 次に定める行為を不正行為とみなす。 

(1) 替え玉受験及びその依頼 

(2) 答案交換 

(3) カンニングペーパーの使用 

(4) 書き込み（机、所持品、身体など） 

(5) 答案を写す（見た者、見せた者） 

(6) 私語又は動作による連絡（連絡した者、連絡を受けた者） 

(7) 偽名、氏名抹消又は故意による無記名 

(8) 持込みが許可されていない参照物件の使用 

(9) 使用が許可された参照物件の貸借（借りた者、貸した者） 

(10) 携帯通信機器の使用 

(11) 受験態度が不良の場合 

(12) レポート提出に際して他者のものを引き写した場合 

(13) 第1号から第12号に準ずると認められた場合 

(14) 第1号から第13号の行為が試験終了後に発覚した場合 

（処分内容） 

第６条 第５条に該当する不正行為を行った者には、次のいずれかの処分を行う。 

(1) 当該科目の単位を無効とし、さらに、当該学期における当該科目以降に実施する履修科目の試験

については、「受験資格喪失」とする 

(2) 当該科目のみならず、当該学期における全履修科目の単位を無効とする 

(3) 停学、退学の処分に付する 

（処分の通知・掲示） 

第７条 不正行為者の処分内容は、本人に通知するとともに、学内所定の場所に掲示する。 

（処分の記載） 

第８条 処分事項は、不正行為報告書に記載し保管する。 

附則 

  この規程は、平成21年4月1日から施行する。 
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豊橋創造大学聴講生規程 

 
制定  

平成16年 4月 1日  

改正  

平成20年 4月 1日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、豊橋創造大学学則（以下「学則」という）第48条及び第49の２の規定に基づき、聴講

生の取扱いを定めることを目的とする。 

（聴講生の定義） 

第２条 聴講生とは、次の各号の一に該当する者をいう。 

(1) 本学の学生以外の者（以下「学外者」という）で1科目又は数科目を履修し、その単位の修得を目

的としない者 

(2) 本学の在籍者で1科目又は数科目を履修し、その単位の修得を目的としない者 

（聴講の資格） 

第３条 聴講生を願い出ることができる者は、次の各号の一に該当する者をいう。 

(1) 高等学校を卒業した者又は同等程度の学力を有する者で学習意欲のある者 

(2) 本学の在籍者で学習意欲のある者 

（聴講科目の範囲及び単位数） 

第４条 聴講できる科目の範囲及び単位数は、本学の開設する授業科目の中で指定する科目及び単位数とす

る。 

（学生数） 

第５条 聴講生を受け入れる学生数は、本学学生の単位の修得に支障を来さない範囲の人数とする。 

（聴講の手続き） 

第６条 聴講生を願い出る者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、本学の在

籍者については、第1号の書類のみ提出することとする。 

(1) 聴講生願書（様式１） 

(2) 履歴書（所定の様式による、写真添付） 

(3) 聴講生手数料払込金受取書等（様式３） 

(4) 外国人にあっては、聴講期間を満たす在留資格を有することを証明する書類 

(5) その他指定する書類 

（聴講の許可） 

第７条 聴講を願い出た者があるときは、書類の提出を確認のうえ、聴講を許可する。 

（聴講料の納入） 

第８条 聴講を許可された者は、所定の期日までに聴講料を納入しなければならない。 

２ 聴講料については別表にこれを定める。ただし、実習費等の諸経費については聴講生の負担とし、別途

徴収する場合がある。 

（聴講の期間） 

第９条 聴講生の履修期間は、春学期又は秋学期若しくは両学期にまたがる期間の何れかの期間とし、一年

以内とする。 

２ 引き続き履修を希望する者は、改めて願い出て許可を受けなければならない。 

３ 前項の願い出は、学外者については第６条の第2号の書類提出は不要とする。本学の在籍者については第

6条の第１号の書類のみ提出する。 

（聴講科目の登録） 

第１０条 聴講生は、学期の初めに聴講科目の登録をしなければならない。 

（聴講許可証の交付） 

第１１条 聴講生として許可された者には、「聴講許可証」（様式２）を交付する。 

（単位の認定） 

第１２条 聴講生は、登録した科目の試験を受けることはできるが単位の認定はできない。 

２ 所定の出席を修め、聴講生本人から申し出があった場合には、聴講修了を証明する修了証を発行する場

合がある。 

（聴講許可の取消し） 

第１３条 聴講生としての本分に反する行為があった場合は、聴講を取り消すことがある。 

（その他） 
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第１４条 聴講生の利用できる設備と施設については、次の各号のとおりとする。ただし、本学の在籍者に

ついては本学の設備と施設を全て利用することができる。 

(1) 図書館…図書館で所定の手続き後に利用できる 

(2) 売店・食堂…現金による購入方法により利用できる 

(3) 学内LAN・パソコン利用…教務課にIDとパスワードの申請を行い利用する 

(4) 駐車場…学生課で所定の手続きを行い利用する 

(5) その他の設備・施設の利用に関しては、庶務課に申し出て許可を得てから利用する 

附則 

  この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

  

【別表】聴講料 

 

区 分 入学金 授業料 実習費等 手数料 

学外者 50,000円 
1単位につき

10,000円 

必要な諸経費

は別途徴収す

る。 

10,000円 

在 

籍 

者 

学則第21

条に係る

在籍者の

場合 

0円 
1単位につき

1,000円 
0円 

その他の

在籍者の

場合 

0円 0円 0円 

 

  

様式１ 大学聴講生願書  
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様式１　大学聴講生願書

様式１

豊橋創造大学聴講生願書

平成　　 年　　 月　　 日

豊橋創造大学　学長　殿

氏名　　　　　　　　　　　　　印

（※在籍者の場合　学籍番号　　　　　　　　　　　）

下記の科目について、聴講いたしたく、お届けします。

記

（期間） 平成　　　年　　　月　　　日　〜　平成　　　年　　　月　　　日

（目的）

（履修科目等）

科目名 授業の種類 単位 期別 学年 曜日 時限 担当教員

本様式は、豊橋創造大学「個人情報の保護に関する規程」の定めに従い、取扱いをさせていただきます。
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様式２　大学聴講生許可証

様式２

豊橋創造大学聴講許可証

平成　　 年　　 月　　 日

氏名　　　　　　　　　　　　　　　様

（在籍者の場合　学籍番号　　　　　　　）

豊橋創造大学

学　　長

（公印省略）

下記の科目について、聴講を許可します。

記

（期間） 平成　　　年　　　月　　　日　〜　平成　　　年　　　月　　　日

（履修科目等）

科目名 授業の種類 単位 期別 学年 曜日 時限 担当教員

本様式は、豊橋創造大学「個人情報の保護に関する規程」の定めに従い、取扱いをさせていただきます。
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（履修科目等）

科目名 授業の種類 単位 期別 学年 曜日 時限 担当教員
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様式３

豊橋創造大学聴講生　手数料払込金受取書等

平成　　　年　　月　　 日

氏名

下記の太枠内に手数料の払込金受取書等を貼り付けてください。（※在籍者・・・手数料は不要です。）

本様式は、豊橋創造大学「個人情報の保護に関する規程」の定めに従い、取扱いをさせていただきます。

様式３　大学聴講生払込金貼付用紙



84

1 

豊橋創造大学科目等履修生規程 

 
制定  

平成 8年 4月 1日  

改正  

平成11年 4月 1日 

平成15年 4月 1日 

平成19年 4月 1日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、豊橋創造大学学則（以下「学則」という）第48条の規定に基づき、科目等履修生の取

扱いを定める。 

（科目等履修生の定義） 

第２条 科目等履修生とは、本学の学生以外の者で1科目又は数科目を履修し、その単位の修得を目的とする

者をいう。 

（出願資格） 

第３条 科目等履修生を志願することができる者は、学則第15条に規定する入学資格を有する者とする。 

（出願手続） 

第４条 科目等履修生を志願する者は、所定の期日までに次の書類を提出し、別に定める入学検定料を納入

しなければならない。 

(1) 科目等履修生願書（所定の様式による） 

(2) 履歴書（所定の様式による） 

(3) 最終出身枚の卒業証明書（在学中の場合は卒業見込証明書）及び成績証明書（本学卒業生を除く） 

(4) 写真（縦4.0cm×横3.0cm） 

２ 現に他の大学等、又は官公庁、教育機関若しくはその他の事業所に在学又は在職している者は、前項に

掲げる書類のほか、当該学長又は所属長の出願許可書等を提出しなければならない。 

（選考方法） 

第５条 科目等履修生の選考は、別に定める期日に、書類及び面接によって行う。 

（入学許可） 

第６条 前条の規定による選考に合格した者に対しては、教授会の議を経て学長が入学を許可する。 

２ 入学許可は、各学期の初めとする。 

（入学手続） 

第７条 科目等履修生として入学を許可された者は、指定の期日までに、別に定める学納金を納入すると共

に、その他必要な手続をしなければならない。 

２ 提出した書類及び納入した学納金は原則として返還しない。ただし、特に指定した日までに取り消し願

い出書を提出した者については、納入した学納金のうちから、事情により授業料及び実習費を返還するこ

とができる。 

（履修期間） 

第８条 科目等履修生の履修期間は、春学期若しくは秋学期又は一学年の何れかの期間とし、一年以内とす

る。 

２ 引き続き履修を希望する者は、改めて願い出て許可を受けなければならない。 

３ 前項の願い出については、第5条の選考を免除するものとし、第4条の入学検定科の納入並びに同条第2

号から第4号までの書類の提出は不要とする。 

（履修手続） 

第９条 科目等履修生は、学期の初めに履修登録をしなければならない。 

（履修科目と履修単位数） 

第１０条 科目等履修生が履修できる科目は本学開設科目とし、1年間に20単位以内とする。ただし演習及び

実技の科目については許可しないことがある。 

（単位の認定） 

第１１条 科目等履修生は、履修した科目の試験を受けることができる。 

２ 前項の試験の結果、その成績に応じて単位を認定する。 

３ 前項で単位を認定した科目については、成績単位修得証明書を交付する。 

（キャンパスカード） 

第１２条 科目等履修生の身分を証明するものとして、キャンパスカードを交付する。その取扱いは学生証

に準ずる。 
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（履修の取消） 

第１３条 学納金の納入義務を怠った場合又は科目等履修生としての本分に反する行為があった場合は、履

修の許可を取り消すことがある。 

（外国人留学生の特例） 

第１４条 学則第52条の外国人留学生に係る科目等履修生の出願資格、出願手続、選考方法、入学許可、入

学手続、履修期間及び履修科目の取扱いについては別に定める。 

（規程の改廃） 

第１５条 この規程の改廃については、教授会の議決を要するものとする。 

附則 

  この規程は、平成8年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成11年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成15年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成19年4月1日から施行する。 
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豊橋創造大学科目等履修生等に係る学納金及び手数料に関する規程 

 
制定  

平成11年 4月 1日  

改正  

平成19年 4月 1日 

 

（目的） 

第１条 豊橋創造大学学則第49条の規定に基づく、科目等履修生及び委託生に係る学納金及び手数料につい

ては、この規程の定めるところによる。 

（学納金） 

第２条 学納金とは、入学検定料、入学金、授業料をいう。 

（その他の納付金） 

第３条 その他の納付金とは、コンピュータを使用する等実習を伴う授業科目に係る実習費をいう。 

（納付額） 

第４条 前2条に係る納付額は、下表のとおりとする。 

 

区 分 入学金 授業料 実習費 入学検定料 

 科目等履修

生 

50,000円 （1単位につき）

12,000円 

（1科目につき）10,000円 

その他履修に特別な費用を要

する実費を微収する。 

10,000円 

 委託生 50,000円 （1単位につき）

12,000円 

10,000円 

 

附則 

  この規程は、平成11年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成19年4月1日から施行する。 



87

1 

豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程 

 
制定 

平成27年 9月 2日  

改正  

平成28年 4月 1日  

平成29年 1月11日  

平成30年12月 1日  

2019年 9月 4日  

2022年 4月 1日  

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、豊橋創造大学学則（以下「学則」という。）に基づき、保健医療学部看護学科におけ

る授業科目の履修、単位及び成績等、並びに、進級及び卒業に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（授業科目） 

第２条 授業科目は、学則別表１－２のとおりとする。 

（卒業要件）  

第３条 卒業の要件は、学則第３０条に定めるところによるものとし、4年以上在学し、126単位以上を修得

することとする。 

（履修登録） 

第４条 学生は、学則第１０条に定めるところにより、履修しようとする授業科目について、所定の期日ま

でに履修登録を行わなければならない。 

２ １年間に履修できる単位数の上限は、系統的かつ総合的な学修を考慮し、48単位とする。ただし、集中

講義は含まないものとする。  

３ 前項にかかわらず、保健師選択コースおよび助産師選択コースの学生は、48単位を超えて履修すること

ができる。 

（成績評価） 

第５条 履修登録した授業科目の成績評価は、試験等により行う。 

２ 成績評価は学則第１１条に定めるところにより、秀：S・優：A・良：B・可：Cを合格とし、不可：Dを不

合格とする。不合格が確定した科目については、単位を認定しない。  

３ 成績評価の評価基準及びGrade Point Average（以下「GPA」という）による評価に当たり成績評価に与

えられるGrade Point（以下「GP」という）は以下のとおりとする。 

 

成績評価 GP 成績評価基準 

秀：S 4.0 100～90点 

優：A 3.0  89～80点 

良：B 2.0  79～70点 

可：C 1.0  69～60点 

不可：D 0.0 59点以下 

単位認定：N － 単位認定科目 

 

４ 保健師選択コース、助産師選択コースの学生が履修する自由科目の成績評価は、GPA算出の対象としない

ものとする。  

５ 学則２７条により、学期の途中で除籍処分となった場合は、その時点で全科目の成績を無効とする。  

（試験） 

第６条 試験は、定期試験、追試験及び再試験とし、筆記試験、レポートその他の方法により、これを行う。

ただし、授業科目により、その他随時諸種の試験等を行うことができる。 

（定期試験） 

第７条 定期試験は、原則として各授業科目が終了する学期末に、一定の期間を定めて行うものとする。た

だし、早期に終了した授業科目にあっては、適宜行うことができる。 

２ 定期試験の受験資格は、講義・演習科目については授業実施回数の２／３以上出席した者、実技科目に
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ついては４／５以上出席した者とする。 

３ 追試験の成績評価は、「優：A」を上限とする。 

（追試験） 

第８条 病気その他公欠等のやむを得ない事由により、定期試験を受験できなかった者には、追試験を行う

ことができる。 

２ 追試験を受けようとする者は、原則として欠席当日の翌日から３日（土日祝日を除く。）以内に欠席届

と必要書類を添えて、教務課に提出し指示を受けなければならない。 

３ 追試験の成績評価は、「優」を上限とする。 

４ 再試験受験者が合格した場合の成績評価は「可：C」とする。 

（再試験） 

第９条 定期試験の成績評価において、到達基準に満たなかった者には、再試験を行うことができる。 

２ 必修科目については再試験を実施することとし、選択科目においては再試験を実施しない場合は単位を

認定しない。 

３ 再試験受験者は、所定期日までに再試験の受験申請をしなければならない。 

４ 再試験受験者が合格した場合の成績評価は「可」とする。 

（不正行為） 

第１０条 試験中に不正行為をした者には、学則第33条及び豊橋創造大学試験における不正行為者の処分に

関する規程に基づき処分を行う。 

(再履修) 

第１１条 単位を修得できなかった授業科目は、再履修することができる。 

２ 受講科目の単位を修得できなかった者が、当該単位を修得しようとするときは、改めて履修登録を行い

再履修しなければならない。 

(単位の認定) 

第１２条 単位を修得するためには、講義・演習科目については授業実施回数の２／３以上、実技科目につ

いては４／５以上出席し、かつ試験に合格しなければならない。 

２ 前項にかかわらず、臨地実習については臨地実習時間の４／５以上出席し、科目責任者が定める合格基

準に到達することを単位修得の要件とする。 

３ 授業科目の成績評価は、試験その他の方法により科目担当者が行う。 

４ 単位の認定は、教授会の議を経て学長が認定する。 

５ 単位認定の会議は春学期と秋学期の2回開催する。 

（既修得単位の認定） 

第１３条 既修得単位の認定は、学則 第１２条並びに豊橋創造大学単位認定に関する規程の定めるところに

よる。 

２ 前項の規定による単位認定を受けようとする者は、単位認定申請書を、所定の期日までに教務委員長に

提出しなければならない。 

（進級・留年） 

第１４条 各学年への進級は、原則として次の条件を満たした者とする。 

２ 進級できる者は、当該年次までに配当されたすべての必修科目を修得した者とする。なお、必修科目の

年度GPAは、進級判定に利用する。 

３ 進級および留年は、教授会の議を経て学長が認定する。 

（保健師選択コース） 

第１５条 看護学科に保健師助産師看護師法施行令（昭和28年政令第386号）（以下「施行令」という。）に

基づく保健師選択コースを置く。 

２ 保健師選択コースの定員は13名以内とする。 

３ 保健師選択コースの履修条件は、２年次までに予定された「基礎科目（必修）」、「専門基礎科目（必

修）」及び「専門科目（必修）」の全ての単位を修得している者とする。なお、選抜方法は、別に定める。 

（助産師選択コース） 

第１６条 看護学科に施行令に基づく助産師選択コースを置く。 

２ 助産師選択コースの定員は6名以内とする。 

３ 助産師選択コースの履修条件は、２年次までに予定された「基礎科目（必修）」、基礎科目（選択）の

「倫理学」、「専門基礎科目（必修）」及び「専門科目（必修）」の全ての単位を修得している者とする。

なお、選抜方法は、別に定める。 

第１７条 削除 

（成績評価の照会） 

第１８条 学生は成績評価に関して疑義が生じた場合、どのような基準・方法で成績が評価されたかについ

て照会を求めることができる。 
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２ 成績評価の照会を行おうとする者は、成績発表の日から1週間以内（最終日が休業日にあたるときは翌日

まで）に「成績評価確認願（別紙1）」を提出しなければならない。 

３ 教務課は、「成績評価確認願」を受理したときは、授業担当教員に確認依頼を行うものとする。 

４ 確認依頼をうけた教員は、教務課を通して速やかに当該学生に回答を行うものとする。 

（その他）  

第１９条 この規程に定めるもののほか、履修等に関し必要な事項は、豊橋創造大学保健医療学部看護学科

履修規程細則に定めるところによる。  

附則  

１ この規程は、平成27年9月2日から施行する。 

附則  

１ この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第５条第３項のGrade Point Averageによる評価の

取り扱いは、平成２６年度以後に入学した者から適用する。  

附則 

１ この規程は、平成29年1月11日から施行する。 

附則 

１ この規程は、平成30年12月1日から施行する。 

附則  

１ この規程は、2019年9月4日から施行する。  

  

   附則  

１ この規程は、2022年4月1日から施行する。  
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豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程細則 

 
制定 

2020年 1月15日  

改正  

2022年11月 9日  

2023年 4月 1日  

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程（以下「履修規程」という）に基づき、

履修等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（授業科目及び時間割） 

第２条 授業は、すべて別表1に定める教育課程に基づき実施する。授業科目の科目区分、配当年次、単位数

は別表1の通りとする。 

２ 授業科目は、必修科目、選択科目、自由科目に区別し、用語の定義は次の各号の定めるところによる。 

(1) 必修科目  必ず履修の上、修得しなければならない科目 

(2) 選択科目  任意に選択の上履修し、修得した単位は卒業要件として算入できる科目 

(3) 自由科目  保健師選択コース及び助産師選択コースの学生が履修できる科目 

３ この細則において実習科目とは、豊橋創造大学学則に規定する授業科目のうち、別表2に定める科目をい

う。 

４ 授業は、集中講義や実習に関する授業、及び休業日に実施する科目を除きすべて時間割に従って実施す

る。 

５ 時間割は、教育課程に基づき、学期ごとに編成する。 

６ 時間割及び教室の変更は、教務課の承認を得なければならない。 

７ 授業時間は以下のとおりとする。ただし、集中講義や実習に関する授業、及び休業日に実施する科目の

授業時間については、その都度、授業担当者等から連絡する。 

 

時限 時間 

第１限  ９：００～１０：３０ 

第２限 １０：４０～１２：１０ 

第３限 １３：１０～１４：４０ 

第４限 １４：５０～１６：２０ 

第５限 １６：３０～１８：００ 

 

（卒業要件） 

第３条 卒業に必要な単位は別表3の通りとする。 

２ 卒業要件を満たした者については、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。 

３ 卒業要件を満たした者は、看護師国家試験受験資格を得ることができる。 

４ 前項に加え、保健師選択コース及び助産師選択コースの自由科目の単位をすべて修得した者は、保健師

国家試験受験資格及び助産師国家試験受験資格を得ることができる。 

（履修登録） 

第４条 学生は、履修しようとする科目について、当該学期初めの所定の期日までに履修登録を行うものと

する。 

２ 前項の登録後、設定された変更期間以降は、履修科目の追加及び変更は原則として認めない。 

  ただし、各学期に設ける履修取消期間内に限り、履修の登録を取り消すことができる。 

３ 履修登録していない授業科目は、単位の認定を認めない。 

４ 一度単位を修得した授業科目については、再度単位認定することはできない。 

５ 授業科目の再履修にかかる登録料は無料とする。 

（成績評価） 

第５条 成績評価に関する取り扱いは、次の通り定める。 

(1) 講義科目及び演習科目の成績の評価は、原則として試験により行う。ただし、試験以外による評

価が適当と判断される場合には、他の評価方法をもってこれに代えることができる。 
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(2) 実習科目については、実習時間の4/5以上に出席し、成績評価を受ける。 

２ 学生は次の各号に該当する場合、成績評価の対象とならない。 

(1) 成績評価を受けようとする科目について、履修規程第12条に規定する条件に満たない場合 

(2) 第４条に規定する履修登録を完了していない場合 

(3) 授業料等の納入金を納入していない場合 

(4) 休学している場合 

（公欠） 

第６条 授業を次の理由で欠席する者は、公認欠席（以下「公欠」という）とする。 

(1) 忌引 

(2) 本人又はその同居家族等が感染症（学校保健安全法施行規則第１８条に定める感染症及び「感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する指定感染症等）に罹り、出校停

止措置を受ける場合 

(3) 本人の就職試験等（会社訪問は除く）の場合 

(4) 大学の認めた公的な理由による場合（対外試合・課外活動等） 

(5) 地震・水害等の大規模な災害で出校することが危険となった場合 

(6) その他大学が正当な理由として特に認めた場合 

２ 公欠は、原則として欠席とはみなさない。 

３ 公欠を認める回数は、各授業につき全授業実施回数の1/3を限度とする。 

（試験） 

第７条 筆記試験時間は、原則60分とする。 

２ 筆記試験の遅刻者については、試験開始20分以内であれば、受験することができる。ただし、原則遅刻

者の終了時間の延長はない。 

３ レポート提出は、前項の限りではなく、指定された期日までに提出する。 

（追試験及び再試験） 

第８条 下記の理由で定期試験を欠席した場合に、追試験を受けることができる。 

(1) 第6条1項に定める事由に拠る欠席 

(2) 公共交通機関延着に伴う遅刻・欠席 

(3) 病気・ケガ 

(4) 交通事故 

２ 第1項の事由により追試験を受けようとする者は、欠席届に事由を証明する書類を添付して教務課へ提出

し、許可を受けなければならない。 

３ 再試験の受験料は一科目につき1,000円とする。 

４ 再試験及び追試験は、原則として1回限りとする。 

５ 追試験の再試験、及び再試験の追試験は実施しない。 

６ 追試験受験者が合格した場合の成績評価は「優：A：89点」を上限とする。  

７ 再試験受験者が合格した場合の成績評価は「可：C：60点」とする。  

（追実習） 

第９条 第6条1項に掲げる事由のため、臨地実習時間の4/5以上の出席を充たさない者には追実習を行うこと

ができる。 

２ 追実習を受けようとする者は、欠席届に事由を証明する書類を添付して教務課へ提出し、許可を受けな

ければならない。 

３ 追実習は、指定された日時、場所・施設において受けなければならない。 

４ 追実習を受ける場合の実習費は徴収しない。 

５ 追実習に合格した場合の成績評価は「優：A：89点」を上限とする。 

（補充実習） 

第１０条 所定の実習結果が一定の水準を充たさない場合において、補充により合格が見込まれる者には実

習科目責任者が指定する日時、場所・施設で補充実習を行うことができる。 

２ 補充実習を臨地で受ける者は、実習費を指定期間内に再度払込み、確認書を教務課へ提出しなければな

らない。 

３ 補充実習に合格した場合の成績評価は、「可：C：60点」とする。 

（再履修） 

第１１条 留年者は、上位学年に開講する授業科目は履修できない。ただし、教育課程変更時には、移行期

による学生の不利益が生じないよう、教授会の決定に基づき、上位学年に開講する授業科目の履修を認め

ることができるものとする。 

（単位の認定） 

第１２条 教授会での単位認定の資料は、豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程第12条に則り、看護
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学科教務委員会で作成する。 

２ 看護学科教務委員会が作成した資料をもとに教授会を行う。 

３ 単位の認定は、教授会で十分審議し学長が認定する。 

（既修得単位の認定） 

第１３条 既修得単位の認定は、豊橋創造大学単位認定に関する規程及び豊橋創造大学単位認定に関する規

程の取扱要領に則り運用し、教務委員会で原案を作成し、教授会の議を経て学長が認定する。 

（進級・留年） 

第１４条 留年者は、必修科目の不合格科目をすべて再履修し、修得しなければならない。 

２ 留年者の進級に伴う授業科目履修に関する運用については、必要に応じて教授会で決定するものとする。 

（保健師選択コース） 

第１５条 保健師選択コースの取扱については、別に定める。 

（助産師選択コース） 

第１６条 助産師選択コースの取扱については、別に定める。 

（委任） 

第１７条 この細則に定めるもののほか、履修等に関し必要な事項は、教授会において決定するものとする。 

附則 

１ この細則は、2020年1月15日から施行する。 

   附則  

１ この細則は、2022年11月9日から施行する。  

附則  

１ この細則は、2023年4月1日から施行する。 
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豊橋創造大学転学部・転学科に関する要綱 

 
  

平成20年 3月12日制定 

2023年 4月 1日改正  

  

  

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、豊橋創造大学学則第28条の規定に基づき、転学部・転学科（以下 

  「転学部等」という。）に関する事項を定めることを目的とする。 

（定 義） 

第２条 転学部とは、豊橋創造大学(以下「本学」という)に在籍する者が、本学の他の学 

  部へ学籍を異動することをいう。 

２ 転学科とは、本学に在籍する者が同一学部の他の学科へ学籍を異動することをいう。 

（願出の要件） 

第３条 転学部等を希望する者（以下｢志願者｣という）は、現に在籍する学部又は学科 

  において半年以上在籍していなければならない。 

２ 転学部等を許可された者が再び転学部等の願い出をすることは原則として認めない。 

（願出の手続） 

第４条 志願者は、｢転学部・転学科願｣にその理由を記入し、所属する学部長又は学科 

  長を通じて願い出るものとする。 

２ 願い出の時期は、年度ごとに定める。 

（選 考） 

第５条 転学部等の選考は、｢転学部・転学科願｣の審査と面接等によって行う。 

２ 転学部等の選考に係る検定料は徴収しない。 

（許 可） 

第６条 前条の規定による選考において適当と認められた者に対しては、所属学部及び 

  志望する学部の教授会の議を経て学長が許可する。 

（許可の時期） 

第７条 転学部等の時期は、学年の初めとする。 

（受入年次と在学年限） 

第８条 転学部等を許可された者の受入年次は、志望する学部等の教授会が決定する。 

  なお、当該学生が在学することができる年数は、受入年次に在学する学生と同一とする。 

（既修得単位の認定） 

第９条 転学部等を許可された者の既修得単位の認定は、志望学部教授会等が行う。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、転学部等に関し必要な事項は、各学部等が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成20年3月12日から施行する。 

２ 豊橋創造大学 学生の学科変更に関する要綱（平成15年3月1日制定）は、廃止する。 

附 則  

１ この要綱は、2023年4月1日から施行する。 
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編入学（転入学を含む）及び再入学に関する要綱 

            

             豊橋創造大学 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊橋創造大学学則第２８条の規定に基づき、本学への編入学（転入学を含む）

及び再入学に関する事項を定めることを目的とする。 

この要綱に定める「編入学」と｢転入学｣については同一概念とみなし、「編入学（転入学を含む）」と

表記するものとする。（豊橋創造大学学則第 28条、第 43条(4)号関連） 

 

（定義） 

第２条 編入学（転入学を含む）とは、受験資格のあるものが第１学年の入学時以外に中途入学する

ことをいい、再入学とは、本学を正当な理由で中途退学したものが、再び入学することをいう。 

 

（受験資格） 

第３条 編入学（転入学を含む）を志願することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）短期大学・高等専門学校卒業者（卒業見込者を含む） 

（２）４年制大学を卒業した者（卒業見込者を含む）、または４年制大学に２年以上在学し、６２単位

以上修得している者 

（３）その他上記と同等以上の学力があると認められる者、または文部大臣が認めた者 

２  再入学を志願することができる者は、本学を正当な理由で退学した者とする。 

 

（出願手続） 

第４条 編入学（転入学を含む）を志願する者は、次の各号に掲げる出願書類に入学検定料を添え

て出願するものとする。 

（１）編入学（転入学を含む）願書 

（２）健康診断書 

（３）最終出身校または在学校の成績証明書 

（４）最終出身校の卒業証明書または在学校の卒業見込証明書 

２  再入学を志願する者は、次の各号に掲げる出願書類に入学検定料を添えて出願するものとす 

る。 

（１）再入学願書 

（２）健康診断書 

 

（入学検定料） 

第５条 学則別表２の例による。 
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（選考） 

第６条 編入学（転入学を含む）及び再入学の選考は、小論文および面接等によって行う。 

 

（入学許可） 

第７条 前条の規定による選考に合格した者に対しては、教授会の議を経て学長が入学を許可す

る。 

（入学手続） 

第８条 学則第１８条の例による。 

 

（学生納付金等） 

第９条 学則別表２の例による。（入学検定料を除く） 

 

（その他） 

第 10条 募集人員、試験日等については、教授会の議を経て毎年度これを定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 
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豊橋創造大学保健医療学部看護学科GPA制度に関する要綱 
 

制定 
2019年 9月 4日 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊橋創造大学保健医療学部看護学科履修規程（以下「履修規程」という）第５条の３
項に基づき、Grade Point Average（以下「GPA」という）制度による評価について必要な事項を定め、学
生の学修意欲向上と、適切な学修指導を促進し、教育の質の向上を図ることを目的とする。 

（成績評価とGP） 
第２条 学生が履修した授業科目の成績評価、及びGrade Point （以下「GP」という）は、次表のとおりと
する。 

 

成績評価 GP 成績評価基準 

秀：S 4.0 90～100点 

優：A 3.0 80～89点 

良：B 2.0 70～79点 

可：C 1.0 60～69点 

不可：D 0.0 59点以下 

単位認定：N ― 単位認定科目 

 
（GPAの種類と算出方法） 
第３条 GPAとは、一定期間において履修した各授業科目の成績に係るGPに当該授業科目の単位数を乗じて得
た数値の総和を履修した各授業科目の単位数の総和で除して得た数値をいう。ただし、小数点第3位以下は
四捨五入する。 
２ 当該学期における学修の状況及び成果を示す指標（以下「学期GPA」という）、当該学年における学修の
状況及び成果を示す指標（以下「年度GPA」という）及び在学中における全期間の学修の状況及び成果を示
す指標（以下「通算GPA」という）の３種類とする。 
（GPA対象科目） 
第４条 GPA対象科目は、次に掲げるものを除外した科目とする 

(1) 認定科目（他大学等で修得した科目を本学の単位として認定した科目及び他大学等との単位互換
等で修得した単位） 

(2) 卒業要件外単位として認められた科目 
(3) 履修を各学期に設けた期間に取り消した科目 

（再履修科目の取り扱い） 
第５条 第２条に規定するDと評価された授業科目について、再履修によって得た評価及び単位数はGPAの算
出に算入するものとする。 

２ 再履修して単位を修得した場合においても、不合格となった年度の成績は、通算GPA等の算定対象となる。 
（GPAの用途） 
第６条 GPAは、進級、履修、学修指導およびその他学生指導に必要な場合に利用する。 
２ 通算GPAは、保健師選択コース、助産師選択コースの学生の選抜に利用する。 
３ 年度GPAは奨学生の選考に利用する。 
４ 通算GPAは優等賞等の選考に利用する。 
５ GPAが一定の基準に満たない学生については、学修指導に利用する。 
６ 必修科目の年度GPAは進級判定に利用し、1.0以上を進級の要件とする。 
７ その他必要に応じ、看護学科会議で協議した上で利用する。 
（学修支援への利用） 
第７条 チューター等による個別学修支援の対象学生は、次の各号のいずれかを踏まえ決定する。 

(1) 通算GPAが1.8以下の学生 
(2) 再試験の数が多く、個別学修指導が必要と判断された学生 
(3) 非常勤講師を含む科目担当者から、個別学修指導が必要とされた学生 

附則 
この要綱は、2019年9月4日から施行する。 
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豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会規程 

 
制定  

平成14年11月 1日 

改正  

平成18年 4年 1日 

平成19年 1年 1日 

平成20年 4年 1日 

平成24年 4月 1日  

平成25年 7月 1日  

平成27年 4月 8日  

 

（目的） 

第１条 豊橋創造大学（以下「本学」という。）において働く教職員及び学生全ての諸活動におけるハラス

メント等の人権侵害の防止と問題解決のために、本学にハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」

という。）を置き、その任務、組織等について定める。 

（定義） 

第２条 この規程における「人権尊重の精神に反するハラスメント行為」とは、教職員及び学校関係者の就

労上並びに学生の修学上の人権が侵害される以下の行為をいう。 

(1) セクシャル・ハラスメント：相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、肉体的苦痛又

は困惑を与えること 

(2) パワー・ハラスメント：就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言動、指導を

行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること 

(3) アカデミック・ハラスメント：教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱して不適切な教

育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること 

(4) その他のハラスメント:前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる、正

当性のない嫌がらせの言動によって、相手に不快の念を抱かせること 

（組織） 

第３条 人権委員会は、次の者で構成する。 

２ 委員は、各学科教授会及び学生委員会より各1名と事務職員代表職員1名とし、学長が指名する。 

３ 人権委員会に委員長を置く。委員長は学長が指名する。 

４ 人権委員会が必要とするときは、委員長の推薦による若干名を委員とし、学長が指名することができる。 

（任務） 

第４条 人権委員会は、いずれも関係者個人の秘密を厳守し、次の各号に掲げる事項を任務として遂行する。 

(1) ハラスメントに関する相談、救済とその対応 

(2) ハラスメント防止に関する情報収集、研修及び啓発 

(3) その他ハラスメントに関する重要事項の対応 

２ ハラスメントに関する相談、申立て及び問題解決の手続きについては、別に定めるガイドラインに則し

て取り扱うものとする。 

（会議） 

第５条 人権委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。 

（ハラスメント相談窓口） 

第６条 人権委員会は、ハラスメントに関する相談、救済とその対応のために、ハラスメント相談窓口を設

置する。 

２ 前項のハラスメント相談窓口に関する規程は、別に定める。 

（ハラスメント調査委員会） 

第７条 人権委員会は、ハラスメントに関する実態調査のために、ハラスメント調査委員会を設置すること

ができる。 

２ 前項のハラスメント調査委員会に関する規程は、別に定める。 

（任期） 

第８条 委員長・委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 

（幹事） 

第９条 人権委員会に幹事を置き、教学部長及び教学部の職員1名をあてる。 

２ 幹事は、委員長の指揮をうけて会務を処理する。 
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附則 

１ この規程は、平成14年11月1日から施行する。 

２ セクシュアル・ハラスメント防止規程（平成12年4月1日制定）は、廃止する。 

附則 

  この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成19年1月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

附則  

  この規程は、平成24年4月1日から施行する。  

附則  

  この規程は、平成25年7月1日から施行する。  

    附則  

  この規程は、平成27年4月8日から施行する。  
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豊橋創造大学ハラスメント相談窓口に関する規程 

 
制定  

平成14年11月 1日 

改正  

平成18年 4月 1日 

平成19年 1月 1日 

平成20年 4月 1日 

平成25年 7月 1日  

令和 4年10月 1日  

 

（目的） 

第１条 本規程は、豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」という。）規程第6条に

基づき、本学のハラスメント相談窓口（以下「相談窓口」という。）に関して必要な事項を定める。 

（組織）  

第２条 相談窓口は、学生課、健康・相談センターに設置する。相談員が直接相談を受け付けることもでき

る。その他、外部機関に委託して、学外に設置することもできる（以下「学外相談窓口」という。）。 

２ 学外相談窓口については、別に定める。 

３ 学内のハラスメント相談員（以下「学内相談員」という。）は、学長の指名をもって次のとおり構成す

る。男女比はほぼ等しくなるように配慮するものとする。 

(1) 各学科から選出された教育職員  各2名 

(2) 学生課から選出された事務職員    1名 

(3) 健康・相談センター業務要員および心理カウンセラー 

(4) その他学長が必要と認めた者 

４ 学内相談員以外の教職員がハラスメントに関わる相談を受けた時は、本人の了承を得た上で、秘密を守

り速やかに本人が指名する相談員に連絡をする。  

（任務） 

第３条 学内相談員は、人権委員会規程に関する相談に応じるとともに、これを速やかに人権委員会委員長

に報告をする。 

（対象） 

第４条 本規程の対象者は、本学において働く教職員及び本学学生とする。 

（相談員及びハラスメント相談に関与した者の義務） 

第５条 相談窓口の担当者、相談員、その他、職務上ハラスメント相談に関する情報を知り得た者は、当該

事案について秘密を厳守するとともに、相談者及びハラスメントに関わる情報をもたらした者への不利益

や二次被害が生じないようにしなければならない。 

（学内相談員の任期） 

第６条 学内相談員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 

附則 

  この規程は、平成14年11月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成19年1月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

附則  

  この規程は、平成25年7月1日から施行する。  

附則 

  この規程は、令和4年10月1日から施行する。  
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豊橋創造大学ハラスメント調査委員会規程 
 

制定  
平成14年11月 1日 

改正  
平成18年 4月 1日 
平成20年 4月 1日 
平成25年 7月 1日  
平成27年 4月 8日  
令和 4年10月 1日  

 
（目的） 
第１条 本規程は、豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」という。）規程第7条に
基づき、本学のハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」という。）に関して必要な事項を定める。 

（組織） 
第２条 調査委員会は、次の各号に定める委員長及び委員をもって構成する。 

(1) 委員長 
(2) 委員  若干名 

２ 委員長は学長が指名する。 
３ 委員は、人権委員会委員長の推薦により、学長が指名する。ただし、人権委員会が必要と認めたときは、
学長は人権委員会委員長の推薦によりその他の者を委員に指名することができる。なお、委員の指名にあ
たっては、委員の男女比や調査の客観性、中立性および公平性が確保されるよう配慮しなければならない。 

４ 前項のほか、人権委員会が必要と認めるときは、学長は人権委員会委員長の推薦により学外者（弁護士・
医師等）に委員を委嘱することができる。 
５ 調査においては、ハラスメント被害を申し立てた者の要請に応じて、担当した学内のハラスメント相談
員も同席することができる。 

（任期） 
第３条 委員長及び委員の任期は、調査終了までとする。 
（任務） 
第４条 調査委員会の任務は、次の各号に定める事項とする。 

(1) ハラスメントに関する実態調査、但し、この調査にあたっては、外部の機関に委託することがで
きる。 

(2) 調査結果の人権委員会への報告 
２ 調査委員会は、ハラスメントをしたと申し立てられた者に対して、意見陳述の機会をもうけなければな
らない。 
３ 調査委員会の委員は、任期中および任期後において、その職務上知り得たあらゆる情報の秘密を厳守す
るとともに、関係者のプライバシーを保護し、人権を尊重しなければならない。 
（事務）  
第５条 調査委員会の事務の所管は、事務局長あるいは事務局長が任命した者とする。 

附則 
  この規程は、平成14年11月1日から施行する。 

附則 
  この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 
  この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

附則  
  この規程は、平成25年7月1日から施行する。  

附則  
  この規程は、平成27年4月8日から施行する。  

附則 
  この規程は、令和4年10月1日から施行する。 
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豊橋創造大学ハラスメント防止ガイドライン 

 
制定 

平成25年 6月 5日  

改正  

平成28年 4月 1日 

令和 4年10月 1日 

 

豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会 

１．目的 

  このガイドラインは、本学においてハラスメントのない快適な修学・就労環境が維持されること

をめざして、本学のすべての学生および教職員がハラスメント防止に関する理解を深めるとともに、

ハラスメントに関する学内の対応について周知することを目的として作成されています。 

２．ガイドラインの対象および適用範囲 

(1) 本学で修学・就労するすべての学生および教職員がその対象となります。 

(2) 本学の学生および教職員間で発生した事案は、発生場所、時間を問わず、その対象となります。 

３．ハラスメントとは 

(1) セクシュアル・ハラスメント 

  セクシュアル・ハラスメントとは「相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、肉体的

苦痛又は困惑を与えること」をさします。 

  セクシュアル・ハラスメントには、教育・研究・就労上の地位を利用して不当に性的要求を行う

もの（対価型）と修学・就労環境を悪化させるもの（環境型）があります。 

  修学・就労を目的として本学に所属しているにもかかわらず、学生、教員あるいは同僚としてで

はなく、性的対象として扱われるということは、たとえそれが常にではなくても、それだけで人間

としての意思を無視されたように感じる、非常に不愉快な事態です。そのうえ、立場や地位を不当

に利用して、本人の意思に反した性的要求を行うという対価型ハラスメントは、人間の尊厳を損な

う大変卑劣な行為です。絶対に許してはなりません。 

  一方、環境型セクシュアル・ハラスメントには、言動の受け手が不快に感じる場合だけでなく、

同席する第三者が不快に感じる場合も含まれます。性別、性指向、性役割分業に関する固定観念に

もとづく言動も、相手を不快にさせ、教育・研究・就労環境を著しく損ねる可能性があります。悪

意なしに行われた場合でも、相手が不快に感じていることを知ったうえで、なお繰り返す場合は、

ハラスメントとみなされます。 

(2) パワー・ハラスメント 

  パワー・ハラスメントとは「就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言動、指

導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」です。この場合のパワーは、一般に

は立場が上にある者が有すると考えられますが、職務上の特定の権限、人間関係、影響力を背景に、

立場が下にある者から上にある者へのパワー・ハラスメントが発生する場合もあります。 

  パワー・ハラスメントは、身体的・精神的攻撃、無視や仲間はずれなどの人間関係からの切り離

し、プライベートへの過度の侵害、遂行不可能な過大な要求、もしくは本人の能力・経験には不相

応に過小な要求など（担当から外す、仕事を与えない等）によって発生します。 

  正当な業務命令に相当する場合でも、結果的に相手に不要な苦痛を与えた場合は、効果的に業務

命令が遂行されたとは言いがたいことから、受け手の苦痛を知った時点で、受け手に応じた言動に

修正することが望ましいと考えられます。また、一般的な業務命令であっても、敏感な受け手が特

に苦痛を表明する場合もありえますが、受け手の苦痛を知ったあとでもなおその言動を修正しない

場合は、ハラスメントとみなされます。 

(3) アカデミック・ハラスメント 

  アカデミック・ハラスメントとは「教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱して不適切

な教育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」をさします。 

  アカデミック・ハラスメントには、権限を不当に超える、行き過ぎた指導や叱責（濫用的言動）、

権限に無関係な指導や叱責（恣意的言動）などがあります。 

  アカデミック・ハラスメントにおいては、パワー・ハラスメント同様、教員等の言動、指導の「不

当性」が問題となりますが、正当な指導であっても、強すぎるあるいは多すぎる指導（濫用的言動）

によって相手の苦痛があまりに大きく、教育効果があがっていないあるいは修学が困難になってい

るような場合は、ハラスメントとみなされる可能性があります。その場合は、相手の個人差に応じ
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て、言動・指導方法を変更する必要があります。 

(4) その他のハラスメント 

  その他のハラスメントには、上記の（１）、（２）、（３）以外のハラスメントが含まれます。

たとえば、飲み会において飲酒を強要すること（アルコール・ハラスメント）はこれに相当します。 

４．ハラスメントを防止するために 

(1) 基本的な心構え 

  お互いに、唯一無二のかけがえのない存在として、相手の人格を尊重しましょう。性別、立場、

地位が異なっているからといって、相手を一方的に劣っているとみなしたり、特定の固定観念にも

とづいて自律的な言動を妨げたりすることのないようにしましょう。立場や地位を不当に利用した

り、濫用したりして、相手に不要な苦痛を与えないようにしましょう。 

(2) 初期段階で食い止める 

  物事の受け止め方には個人差があることから、悪意があるかどうか、意図的かどうかに関わらず、

ハラスメントの芽はどこにでも生じうると言えます。重要なのは、受け手が苦痛を感じていること

を察知した初期の段階で防止することです。第三者として察知した場合も、見てみぬふりをせず、

自分にできることはないかを模索してください。 

  万一、意図せず相手に苦痛を与えてしまった場合は、謝罪したうえで、言動を修正するようにし

ましょう。また、日常的に他者の受け止め方や自分の言動が及ぼす影響を絶えず評価し、受け手に

不要な苦痛を与えずにすむ方法はないかを模索するよう心がけましょう。 

(3) 一人で抱え込まない 

  物事の受け止め方に個人差があるということは、他者が苦痛に感じていることを察知するのは難

しいということでもあります。立場、地位の違いから、相手に苦痛を感じていることを表明するの

が非常に難しい場合もありえます。もし不当な苦痛を与えられていると感じた場合は、一人で抱え

込まず、第三者の力を借りましょう。身近な人はもとより、学内外に設置されているハラスメント

相談窓口を利用してください。ハラスメントかどうかはっきりしない場合でも、相談は受け付けま

すので、あきらめないでください。 

  また、相手から苦痛を表明されたが、どのように対応したらよいかわからないという場合、第三

者として事態を察知した場合も、第三者としてできることはないかを共に考えるという形で、相談

を受け付けます。皆が当事者意識をもって、快適な修学・就労環境を維持するように、努力し続け

ましょう。 

５．ハラスメントを受けたと感じたら 

(1) 相談窓口と相談員 

  本学では、学内および学外にハラスメント相談窓口が設置されています。学内では、学生課およ

び健康・相談センターに相談窓口が設置されています。身近に相談できる人がいない場合、あるい

は、自分（たち）にできることを行ったけれど事態が改善されない場合は、上記の相談窓口に連絡

してください。なお、相談窓口を介さず、直接相談員に連絡することも可能です。 

  学外相談窓口では、電話あるいはWebで相談できます。相談者が希望すれば、ハラスメント防止人

権委員会委員長へ相談内容が報告されますが、具体的な対応を希望する場合は、あらためて学内相

談窓口で相談受付をし、申立書の作成を行う必要があります。 

  学内相談窓口では、相談内容、所属、性別等を配慮して、２名の学内相談員を指名し、相談に応

じる態勢を整えます。相談窓口の担当者が相談員を兼ねている場合は、そのまま相談員となる場合

もあります。 

  相談は、原則として、本人あるいは本人の同意を得た第三者によるものを受け付けます。第三者

が相談窓口に連絡する場合は、大学への要望や相談後の対応について、可能な限り本人の希望を確

認しておいてください。 

  相談後の対応に際しては、相談事案の担当者以外には非公表とすることも可能です。ただし、そ

の場合には、解決方法に限界がありますので、相談員とともによく検討しましょう。 

(2) プライバシーの保護と守秘義務 

  ハラスメントに関わる情報の取り扱いに関しては、厳格な守秘義務が課されます。また、相談者

との対応に際して、あたかも責任の一端が本人にあるかのように言ったり、ほのめかしたりするこ

とによって、二次被害が発生しないように十分に配慮します。 

(3) 学内相談員の役割 

  学内相談員は、相談者の立場を十分に配慮した上で、相談に応じ、必要な助言を与えるとともに、

以下の事柄を支援します。 

イ．現状の理解や要望の整理 

ロ．解決方法の選択 

ハ．申立書の作成 
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  問題解決にあたって、相談者が大学側に何らかの対応を要望する場合、相談者は被害の状況や大

学への要望をまとめた申立書を作成します。 

  なお、相談の過程で必要な助言が与えられ、自ら解決できそうな見通しが立った場合には、申立

てをしないで相談を終了します。 

(4) 不利益取り扱いの禁止 

  ハラスメントの相談、申立て、調査への協力等によって、不利益な取り扱いを受けることは許さ

れません。もしこれらの関係者に対して、不利益な取り扱いを行った場合には、懲戒処分の対象と

なる場合があります。 

(5) 虚偽の申立て・証言の禁止 

  ハラスメントの相談、申立ておよび調査に際して、虚偽の申立てや証言をしてはなりません。も

し虚偽の申立て・証言を行った場合は、懲戒処分の対象となる場合があります。また、当該事実の

確認等のため、聴取を求められた場合は、正当な理由なく拒否することはできません。もし正当な

理由なく拒否した場合は、懲戒処分の対象となる場合があります。 

６．問題解決の手続き 

  相談者は大学に対して、以下の手続きを選択して申立てをすることができます。ハラスメント防

止人権委員会は、被害者の状況に応じて最善の問題解決を図るために、以下の手続きに先行して（あ

るいは併行して）、修学・就労環境を確保するための緊急措置を講ずることがあります。なお、公

平性を確保するために、原則として、申立人と同じ部局の委員は当該事案の担当者となることはで

きません。 

(1) 通知 

  「通知」とは、相手方の特定の言動に関して、それがハラスメントに相当するかどうかは問わな

いまま、その言動に関する相談があったことのみを相手方に知らせ、自発的な問題解決を依頼する

ものです。「通知」は、ハラスメント防止人権委員会委員長から相手方に直接行われます。また「通

知」は、申立人の名前を相手方には公開しないで行うことができます。「通知」は、申立てがあっ

てから１ヶ月以内の手続き終了をめざします。 

(2) 調整 

  申立人が、相手方の言動に関してハラスメントかどうかを問うことよりも、問題解決を優先する

場合には、ハラスメント防止人権委員会委員長によって指名された委員が双方に助言を与えながら、

申立人と相手方の主張を公平な立場で調整します。ハラスメント防止人権委員会委員長は、考想さ

れた調整プランの内容を学長に要請し、学長は関連部局長にその実行を直接指示します。「調整」

は、申立てがあってから２ヶ月以内の手続き終了をめざします。 

(3) 調査 

  相手方の言動に関して、懲戒処分の検討も含めた厳正な対応を要望する場合には、相手方の言動

がハラスメントに相当するかどうかの事実関係の調査を行うために、ハラスメント調査委員会を設

置します。調査は、学外の機関に委託される場合もあります。ハラスメント防止人権委員会は、調

査結果にもとづいてとられるべき措置についての勧告案を作成します。学長はその勧告を受けて、

すみやかに必要な措置を講じます。学長は、原則として、調査結果にもとづく措置勧告の内容を申

立人および相手方に開示します。その際、ハラスメントを行ったとされる者は、ハラスメント防止

人権委員会に不服申立てを行うことができます。学長は、必要に応じて、関係者のプライバシーに

配慮しながら、調査結果にもとづく措置勧告の内容について関係部局長に開示します。「調査」は、

申立てがあってから３ヶ月以内の手続き終了をめざします。 

  なお、調査の結果、ハラスメントの事実が存在しないこと、あるいは措置に適さないことが明ら

かになった場合は、申立人に通知し、ハラスメント防止人権委員会は申立ての取り下げを勧告する

ことができます。 

７．その他の防止策 

(1) 学生および教職員に対して、ガイダンス等の機会を利用して、このガイドラインを周知徹底させ、

ハラスメントに関する理解の向上を図ります。 

(2) 教職員に対しては、定期的に講演会や研修を行い、ハラスメント防止に関する理解の向上を図り

ます。 

(3) 教職員のうち、特に管理職およびハラスメント防止を担当する教職員に対しては、ハラスメント

の防止と排除に関して、求められる責任と果たすべき役割について理解させ、適切な対応がとれる

ようになるための研修を行います。 

８．その他 

(1) このガイドラインは平成25年7月1日から実施します。 

(2) 運用の状況をみて、見直しの必要が生じた時には、その都度改定を行うものとします。 

以上 





巻　　末

履修登録下書き用紙





豊橋創造大学 ・豊橋創造大学短期大学部の

『プライバシーポリシー』 について
平成17年４月１日制定

【個人情報保護に関する方針】

本学では、 あらゆる場合において多くの個人情報に接しております。 本学では、 これらの個人情報

の取得、 保存、 利用、 処分等にあたり個人情報保護法等関連法令の遵守だけでなく本学に 「個人情

報の保護に関する規程」 を制定し、 その保護に万全を期すことをここに宣言します。

【本学における個人情報の取り扱い】

個人情報は、 個人の人格に係わる重要な情報であり、 氏名、 生年月日、 住所、 電話番号、 その他

の記述、 又は個人別に付けられた番号、 記号、 その他の符号、 画像若しくは音声によって当該個人を

識別で　きるものをいいます。 これらの個人情報を業務上使用する場合は、 提供いただいた理由ないし

目的の範　囲内で、 適切に取り扱います。 また、 目的外に使用する場合は、 事前に本人若しくは正当

な代理人の了　承を得ることを原則とします。

【安全性の確保】

個人情報は、 安全な場所に保管し管理します。 また不要になった個人情報は、 適切な方法で確実

に廃棄又は消去します。

【法令及びその他の規範の遵守】

個人情報を取り扱う教職員は、 個人情報に関する法令や本学規程を遵守するとともに、 規範を守る

ための責任及び違反した場合の措置を周知する手順を確立し実施します。

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先

豊橋創造大学 ・豊橋創造大学短期大学部

個人情報保護委員会　privacy@sozo.ac.jp

個人情報保護法施行に伴い、 学生等は大学が保有する個人情報に対し、 開示、 訂正、 利用停止等

を求めることができます。 相談等は、 事務局窓口で行うことができます。 　
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豊橋創造大学 ・ 豊橋創造大学短期大学部における

個人情報の取扱いについて

豊橋創造大学 ・ 豊橋創造大学短期大学部では、 個人情報の保護に関する法律が平成17年４月１日施

行されて以来、学内諸規程等を整備し、関係法令を遵守しながら、本学在学生及びその保護者等（以下「在

学生等」 と記します） に関する個人情報の取扱いには慎重を期しているところですが、 本学の取扱う在学

生等の個人情報及びその利用目的は以下のとおりです。

【在学生等の個人情報及びその利用目的】

１． 入学時に取得する個人情報

(１)　在学生に関する情報　　　(２)　保護者等に関する情報

以上の個人情報は、

①	 学籍原簿等各種帳票類への記載、 履修科目の登録、 授業の実施、 試験の実施、 成績処理、

成績の通知等在学生の教育、 教務上及びキャリア支援上必要な事項の実施 ・指導 ・連絡のため

②	 在学生の生活指導上又は健康管理上必要がある場合の指導 ・連絡のため

③	 大学行事の連絡のため

④	 大学附属図書館の別冊利用に伴う連絡のため

⑤	 学納金に関する事項の請求 ・連絡等のため

　　　　に利用いたします。

(３)　既往症、 現在の健康状態、 健康上の留意事項等

以上の個人情報は、 在学生に対する日常的な健康安全管理の実施 ・ 指導や健康管理策等を　　　

検討する場合の資料として、 可能な限り匿名化した上で利用いたします。

(４)　出身校から提出された指導要録及び調査書等 （学業成績、 出席状況等）

以上の個人情報は、 在学生の教科指導又は生活指導等実施する時の参考資料として利用いた

します。

(５)　在学生又は保護者等の利用する金融機関名、 口座番号、 名義人等

以上の個人情報は、 学納金及びキャンパスカードシステム利用料(利用代金)の自動口座振替の

ために、 委託業者及び金融機関に提供いたします。

２． 入学後の教育活動等の中で取扱う個人情報

(１)授業の出欠状況等  (２)学業成績及び修得単位の状況  (３)学習指導 ・ キャリア支援 ・ 進路指導　

及び生活指導上の課題事項  (４)サークル活動、 学生会活動、 ボランティア活動等の情報  (５)各種表

彰等  (６)各種検定試験の成績、 合否、 取得資格等

以上の個人情報は、

①	 学習指導、 成績判定、 単位認定、 卒業認定等に伴う各種帳簿への記録及び教務上必要な

事項の実施 ・指導 ・連絡のため

②	 生活指導 ・ キャリア支援 ・進路指導上必要がある場合の指導 ・連絡のため

③	 その他在学生の学事の処理を行う上で必要な事項の指導 ・連絡のために利用します。

なお、 本学では、 大学と学生本人及び保護者が一体となった教育を目指しており定期試験の

結果 （成績表） を学生本人及び保護者へ通知しております。

また、 授業の出欠状況が思わしくない学生については、 大学から保護者等へ照会させていた

だく場合があります。
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(７)　健康診断結果、 カウンセリング室及び保健室における相談内容等

以上の個人情報は、 在学生に対する日常的な健康管理の実施 ・ 指導等のために、 可能な限り　　　　

匿名化をした上で利用いたします。

(８)　学納金等の納付状況等

以上の個人情報は、 学納金に関する事項の請求 ・連絡等のために利用いたします。

(９)　本学の奨学金給付状況及び授業料減免制度の状況並びに申請時に提出される関係書類等

以上の個人情報は、 在学生の奨学事務等に利用いたします。

(10)　証明写真 （身分証明書等）

以上の個人情報は、学生個票や身分証明書 （キャンパスカード） 進路登録カード、クラス名簿、 　　　　

履修者名簿、 及び学内データベースに掲載し （学習指導、 生活指導及びキャリア支援などに役　　　　

立たせるために利用いたします。

(11)　授業、 サークル活動、 各種行事の際に撮影 ・録音した写真、 映像、 音声等

以上の個人情報は、 学内報、 大学案内その他のＰＲ誌、 入学試験要項又はウェブサイト等に掲

載することがあります。 ただし、 撮影 ・録音等は、 事前に学生に了解を得た上で行います。

(12)　本学の関係団体における個人情報の取扱いについて

本学には本学と密接な関係を持ち、 学生生活の充実や本学の発展に寄与している以下の団　　　　

体があります。 個人情報の取扱いについては、 充分な指導を行ったうえで一定の基準のもとに　　　　

個人情報の提供を行っています。

①	 学生会

本人確認 ・ 呼び出し等のために、 学生氏名及び所属学科 ・ 学籍番号の情報提供を行って

います。

②	 同窓会

卒業生に同窓会に関する情報を提供するために、 学生氏名及び所属学科 ・ 学籍番号 ・ 住

所の情報提供を行っています。

在学生等に関する個人情報の取扱いについて疑問等がありましたら、 下記の相談窓口又は関連部課

室窓口にお問い合わせください。

【個人情報の取扱いに関する相談窓口】

豊橋創造大学 ・豊橋創造大学短期大学部

個人情報保護委員会　privacy@sozo.ac.jp

【関連部課室電話番号】

代表電話を使用せず直接部課室に接続します

キャリアセンター	 0532-54-9721	 図 書 館	 0532-54-9728

教 務 課	 0532-54-9722	 地域連携 ・広報センター	 0532-54-9729

学 生 課	 0532-54-9723	 創造同窓会	 0532-54-9433

庶 務 課	 0532-54-9724	 短大同窓会	 0532-54-9435

入試センター	 0532-54-9725
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履修登録下書き用紙 １

学籍番号

氏 名

１ ２ ３ ４ ５

科目名 コード 科目名コード コード 科目名 コード 科目名 コード 科目名 コード

月

火

水

木

金

土

集
中

・
他





履修登録下書き用紙 ２

学籍番号

氏 名

１ ２ ３ ４ ５

科目名 コード 科目名コード コード 科目名 コード 科目名 コード 科目名 コード

月

火

水

木

金

土

集
中

・
他





履修登録下書き用紙 ３

学籍番号

氏 名

１ ２ ３ ４ ５

科目名 コード 科目名コード コード 科目名 コード 科目名 コード 科目名 コード

月

火

水

木

金

土

集
中

・
他





履修登録下書き用紙 ４

学籍番号

氏 名

１ ２ ３ ４ ５

科目名 コード 科目名コード コード 科目名 コード 科目名 コード 科目名 コード

月

火

水

木

金

土

集
中

・
他





履修登録下書き用紙 ５

学籍番号

氏 名

１ ２ ３ ４ ５

科目名 コード 科目名コード コード 科目名 コード 科目名 コード 科目名 コード

月

火

水

木

金

土

集
中

・
他





氏　　名 メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス 氏　　名 メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス

教員メールアドレス一覧表

専　　　任

相羽　利昭

青嶋　由美子

朝元　尊

飯田　有輝

石田　都乃

伊藤　圭一

井中　あけみ

稲田　充男

井上　直子

井原　淑雅

今井　正文

岩本　勇

楳田　恵子

大橋　和也

大林　陽子

岡本　雅子

小川　祐太

小俣　由佳

桂川　純子

加藤　克俊

加藤　知佳子

金井　章

川合　茉莉

河合　洋子

葛谷　潔昭

熊谷　享子

見目　喜重

小竹　伴照

後藤　勝正

小山　順子

笹木　りゆこ

佐藤　勝尚

佐野　真一郎

杉山　和恵

鈴木　知代

鈴木　宏幸

髙野　純平

瀧﨑　優佳

辰巳　智行

田原　数哲

塚田　晋太朗

辻村　尚子

冨田　秀仁

豊島　由樹子

中川　博文

中澤　陽平

中野　聡

中村　佳代

西　　啓太

西澤　和義

萩原　ありさ

花岡　幹明

林　　美佐

原沢　優子

彦坂　潤

藤井　徹也

藤原　光宏

船井　純平

蒔田　寛子

松浦　光夫

三輪　多恵子

八木　幸一

森　　裕介

矢島　明彦

柳田　賴英

山口　直己

山口　満

山本　義昭

横山　真吾

若原　憲男

渡邊　富士子

t-aiba@sozo.ac.jp

yumikoao@sozo.ac.jp

t-asamoto@sozo.ac.jp

y-iida@sozo.ac.jp

s-ishida@sozo.ac.jp

k-ito@sozo.ac.jp

inaka@sozo.ac.jp 

inadamit@sozo.ac.jp 

n-inoue@sozo.ac.jp

y-ihara@sozo.ac.jp

mimai@sozo.ac.jp

i-iwamoto@sozo.ac.jp

k-umeda@sozo.ac.jp

k-ohashi@sozo.ac.jp

y-obayashi@sozo.ac.jp

okamoto@sozo.ac.jp

y-ogawa@sozo.ac.jp

y-omata@sozo.ac.jp  

j-katsuragawa@sozo.ac.jp

k-kato@sozo.ac.jp

katochi@sozo.ac.jp 

kanai@sozo.ac.jp

m-kawai@sozo.ac.jp

y-kawai@sozo.ac.jp 

k-kuzuya@sozo.ac.jp

t-kumagai@sozo.ac.jp 

kemmoku@sozo.ac.jp 

t-kotake@sozo.ac.jp 

goto@sozo.ac.jp 

j-koyama@sozo.ac.jp

r-sasaki@sozo.ac.jp

ksatou@sozo.ac.jp 

sano@sozo.ac.jp 

k-sugiyama@sozo.ac.jp

t-suzuki@sozo.ac.jp

h-suzuki@sozo.ac.jp

j-takano@sozo.ac.jp

t-yuka@sozo.ac.jp

t-tatsumi@sozo.ac.jp

k-tabara@sozo.ac.jp

s-tsukada@sozo.ac.jp

t-shoko@sozo.ac.jp 

h_tomita@sozo.ac.jp

y-toyoshima@sozo.ac.jp

h-nakaga@sozo.ac.jp

y-nakazawa@sozo.ac.jp

nakano@sozo.ac.jp

k-nakamura@sozo.ac.jp

k-nishi@sozo.ac.jp

k-nishizawa@sozo.ac.jp

a-hagiwara@ysozo.ac.jp

hanaoka@sozo.ac.jp

m-hayashi@sozo.ac.jp

y-harasawa@sozo.ac.jp

j-hikosaka@sozo.ac.jp

t-fujii@sozo.ac.jp

m-fujiwara@sozo.ac.jp

j-funai@sozo.ac.jp

h-makita@sozo.ac.jp

m-matsuura@sozo.ac.jp

tmiwa@sozo.ac.jp

yagi@sozo.ac.jp

y-mori@sozo.ac.jp

a-yajima@sozo.ac.jp

y-yanagida@sozo.ac.jp

n-yamaguchi@sozo.ac.jp

myama@sozo.ac.jp

y-yamamoto@sozo.ac.jp

s-yokoyama@sozo.ac.jp

n-wakahara@sozo.ac.jp

f-watanabe@sozo.ac.jp
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氏　　名 メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス 氏　　名 メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス

青嶋　敏

淺倉　君枝

朝倉　由美子

荒谷　幸次

安藤　節子

伊井　公一

池田　信子

石田　卓生

石山　登

磯貝　善蔵

磯部　文雄

伊藤　敦子

伊藤　章子

伊藤　裕

印南　敏秀

上田　洋子

内山　弘之

大石　和子

大野　裕美

大木　直枝

大木　ひろみ

大久保　里香

大島　弓子

大野　晴己

大場　純子

大林　雅春

加藤　皓士

刀坂　泰史

木村　恭朗

影山　卓

神鳥　亮太

木村　恭朗

黒柳　久江

桑原　高史

児玉　和人

小松　浩

近藤　朋胤

近並　侑亮

斎藤　善郎

齋藤　富士雄

坂井　聡

榊原　和美

式守　晴子

霜山　博也

白柳　佳子

城座　映明

杉浦　昌

鈴木　一弘

鈴木　真衣

鈴木　佐和子

鈴木　康博

鈴木　陽子

鈴木　義尚

砂川　陽一

Stewart Gale

高取　宏昌

髙橋　大輔 

高橋　希

高柳　賀代

竹田　葵

武田　康代

田口　智英

田口　マユリ

塚田　月美

手島　裕美

内木　美恵

内藤　敏博

中川　与四郎

中島　史朗

中島　剛

s-aoshima@sozo.ac.jp

asakimi@sozo.ac.jp

asakura@sozo.ac.jp

k-aratani@sozo.ac.jp

s-ando@sozo.ac.jp

m-ii@sozo.ac.jp

n-ikeda@sozo.ac.jp

i-takuo@sozo.ac.jp

n-ishiyama@sozo.ac.jp

z-isogai@sozo.ac.jp

f-isobe@sozo.ac.jp

a-ito@sozo.ac.jp

sh-ito@sozo.ac.jp

hi-ito@sozo.ac.jp

t-innami@sozo.ac.jp

y-ueda@sozo.ac.jp

h-uchiyama@sozo.ac.jp

k-oishi@sozo.ac.jp

hi-ono@sozo.ac.jp

n-ogi@sozo.ac.jp

o-hiromi@sozo.ac.jp

s-okubo@sozo.ac.jp

y-oshima@sozo.ac.jp

ohno-h@sozo.ac.jp

j-oba@sozo.ac.jp

m-obayashi@sozo.ac.jp

ko-kato@sozo.ac.jp

y-katanasaka@sozo.ac.jp

y-kimura@sozo.ac.jp

t-kageyama@sozo.ac.jp

r-kandori@sozo.ac.jp

y-kimura@sozo.ac.jp

h-kuroyanagi@sozo.ac.jp

t-kuwahara@sozo.ac.jp

k-kodama@sozo.ac.jp

h-komatsu@sozo.ac.jp

t-kondo@sozo.ac.jp

y-konnami@sozo.ac.jp

syoshiro@sozo.ac.jp

f-saito@sozo.ac.jp

a-sakai@sozo.ac.jp

k-sakakibara@sozo.ac.jp

h-shikimori@sozo.ac.jp

h-shimoyama@sozo.ac.jp

y-shirayanagi@sozo.ac.jp

t-shiroza@sozo.ac.jp

s-sugiura@sozo.ac.jp

kaz-suzuki@sozo.ac.jp

m-suzuki@sozo.ac.jp

s-suzuki@sozo.ac.jp

ya-suzuki@sozo.ac.jp

yo-suzuki@sozo.ac.jp

yos-suzuki@sozo.ac.jp

y-sunagawa@sozo.ac.jp

stewart@sozo.ac.jp

h-takatori@sozo.ac.jp

d-takahashi@sozo.ac.jp

n-takahashi@sozo.ac.jp

ka-takayanagi@sozo.ac.jp

a-takeda@sozo.ac.jp

t-yasuyo@sozo.ac.jp

t-taguchi@sozo.ac.jp

m-taguchi@sozo.ac.jp

t-tsukada@sozo.ac.jp

h-tesha@sozo.ac.jp

m-naiki@sozo.ac.jp

t-naito@sozo.ac.jp

y-nakagawa@sozo.ac.jp

s-nakashima@sozo.ac.jp

t-nakajima@sozo.ac.jp

非　常　勤
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氏　　名 メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス 氏　　名 メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス

中島　美奈子

中島　怜子

中村　洋子

中森　陽子

長山　浩士

西尾　林太郎

西村　康明

西山　千穂子

橋本　克訓

韓　銀暎

平松　靖一郎

藤井　京夢

藤澤　大

藤原　英

古井　景

堀　　泰

松井　由紀美

真野　由佳子

水野　真理

三輪木　君子

森下　紗恵

森下　みどり

森嶋　直人

森田　恵美子

森本　達也

安井　謙

安井　隆光

柳原　茂

渡邊　慎一郎

渡辺　眞登

n-minako@sozo.ac.jp

r-nakajima@sozo.ac.jp

y-nakamura@sozo.ac.jp

y-nakamori@sozo.ac.jp

k-nagayama@sozo.ac.jp

nishio-r@sozo.ac.jp

y-nishimura@sozo.ac.jp

nchihoko@sozo.ac.jp

k-hashimoto@sozo.ac.jp

u-han@sozo.ac.jp

yasuhira@sozo.ac.jp

h-fujii@sozo.ac.jp

d-fujisawa@sozo.ac.jp

f-hizuru@sozo.ac.jp

a-furui@sozo.ac.jp

ya-hori@sozo.ac.jp

y-matsui@sozo.ac.jp

y-mano@sozo.ac.jp

m-mizuno@sozo.ac.jp

kimiko-m@sozo.ac.jp

isashi@sozo.ac.jp

m-morishita@sozo.ac.jp

n-morishima@sozo.ac.jp

e-morita@sozo.ac.jp

t-morimoto@sozo.ac.jp

k-yasui@sozo.ac.jp

t-yasui@sozo.ac.jp

s-yanagihara@sozo.ac.jp

s-watanabe@sozo.ac.jp

w-masato@sozo.ac.jp

非　常　勤
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